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議案第 １ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和７年度三郷市一般会計補正予算（第４号）を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、その承認を求める。 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟  

 

提案理由 

 物価高の影響が長期化する中で、その影響を強く受けている子育て世帯に

対し、物価高対応子育て応援手当を支給するため、令和７年度三郷市一般会

計補正予算（第４号）を専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の

規定により、この案を提出するものである。 
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議案第 ２ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和７年度三郷市一般会計補正予算（第５号）を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、その承認を求める。 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟  

 

提案理由 

 令和８年２月８日に執行された衆議院議員総選挙に係る事務経費に充てる

ため、令和７年度三郷市一般会計補正予算（第５号）を専決処分したので、

地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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議案第 ３ 号 

 

製造請負変更契約の締結について 

 

（仮称）南部地域拠点防災コミュニティ施設防災体験学習展示製造請負変

更契約を次のとおり締結することについて議決を求める。 

 

１ 件    名  （仮称）南部地域拠点防災コミュニティ施設防災体験

学習展示製造請負 

２ 納 入 場 所   三郷市鷹野三丁目５２１番 

３ 納 入 期 限  変更前 令和８年６月１９日 

          変更後 令和８年１０月３０日 

４ 契 約 金 額  ４５９，８００，０００円 

５ 契約の相手方  東京都港区港南一丁目２番７０号 

          株式会社丹青社 

代表取締役 小林 統 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

（仮称）南部地域拠点防災コミュニティ施設防災体験学習展示製造請負変

更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年条例第７号）第２条の規定により、この案を提

出するものである。 
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議案第 ４ 号 

 

職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 一般職の国家公務員の俸給月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給月数と

の権衡を考慮し、一般職の職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支

給月数の改定等をしたいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
１
条
 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
１
年
条
例
第
２
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
通
勤
手
当
）
 

（
通
勤
手
当
）
 

第
９
条
の
４
 
［
略
］
 

第
９
条
の
４
 
［
略
］
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
［
略
］
 

(
1
)
 
［
略
］
 

 
(
2
)
 前

項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
支
給

単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ

た
額
）
 

 
(
2
)
 前

項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員
 

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
支
給

単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ

た
額
）
 

 
 
ア
・
イ
 
［
略
］
 

 
 
ア
・
イ
 
［
略
］
 

 
 

ウ
 

使
用

距
離

が
片

道
１

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
１

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
７
，
３
０
０
円
 

 
 

ウ
 

使
用

距
離

が
片

道
１

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
１

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
７
，
１
０
０
円
 

 
 

エ
 

使
用

距
離

が
片

道
１

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
２

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
０
，
４
０
０
円
 

 
 

エ
 

使
用

距
離

が
片

道
１

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
２

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
０
，
０
０
０
円
 

 
 

オ
 

使
用

距
離

が
片

道
２

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
２

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
３
，
５
０
０
円
 

 
 

オ
 

使
用

距
離

が
片

道
２

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
２

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
２
，
９
０
０
円
 

 
 

カ
 

使
用

距
離

が
片

道
２

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
３

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
６
，
６
０
０
円
 

 
 

カ
 

使
用

距
離

が
片

道
２

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
３

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
５
，
８
０
０
円
 

 
 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
３

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
３

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
９
，
７
０
０
円
 

 
 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
３

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
３

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
１
８
，
７
０
０
円
 

 
 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
３

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
４

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
２
，
８
０
０
円
 

 
 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
３

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
４

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
１
，
６
０
０
円
 

 
 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
４

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
４

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
５
，
９
０
０
円
 

 
 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
４

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
４

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
４
，
４
０
０
円
 

 
 

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
４

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
５

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
９
，
１
０
０
円
 

 
 

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
４

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
５

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
６
，
２
０
０
円
 

 
 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
５

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
５

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
３
２
，
３
０
０
円
 

 
 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
５

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
５

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
８
，
０
０
０
円
 

7



 
 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
５

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
６

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
３
５
，
５
０
０
円
 

 
 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
５

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
６

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
２
９
，
８
０
０
円
 

 
 
ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
３
８
，
７
０
０
円
 

 
 
ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
３
１
，
６
０
０
円
 

 
(
3
)
 ［

略
］
 

(
3
)
 
［
略
］
 

３
～
９
 
［
略
］
 

３
～
９
 
［
略
］
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
１
７
条
 
［
略
］
 

第
１
７
条
 
［
略
］
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
１
０
０
分
の
１
２
５
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
基
準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
す
る
。 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
０
」
と
す
る
。
 

４
～
６
 
［
略
］
 

４
～
６
 
［
略
］
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
１
８
条
 
［
略
］
 

第
１
８
条
 
［
略
］
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
職
員
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
(
1
)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
 

当
該

職

員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は

死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
)に

お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手

当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に

１
０
０
分
の
１
０
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た

額
の
総
額
 

 
(
1
)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
 

当
該

職

員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は

死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
)に

お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

１
０

０
分

の
１

０
５

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総

額
 

 
(
2
)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

 
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た

額
の
総
額
 

 
(
2
)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

 
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
０

を
乗
じ
て
得
た
額
の

総
額
 

３
～
５
 
［
略
］
 

３
～
５
 
［
略
］
 

 
別
表
第
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
 

(
1
)
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
 

職
務
の
級
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

8
級
 

号
給
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

1
 

1
9
5
,
8
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
7
6
,
3
0
0

3
0
9
,
8
0
0

3
3
2
,
6
0
0

3
6
6
,
8
0
0

3
9
4
,
8
0
0

4
7
1
,
9
0
0 

2
 

1
9
6
,
9
0
0

2
4
3
,
3
0
0

2
7
7
,
3
0
0

3
1
1
,
3
0
0

3
3
4
,
4
0
0

3
6
8
,
5
0
0

3
9
7
,
1
0
0

4
7
7
,
2
0
0 

3
 

1
9
8
,
1
0
0

2
4
4
,
7
0
0

2
7
8
,
3
0
0

3
1
2
,
7
0
0

3
3
6
,
2
0
0

3
7
0
,
1
0
0

3
9
9
,
2
0
0

4
8
2
,
1
0
0 

4
 

1
9
9
,
2
0
0

2
4
6
,
1
0
0

2
7
9
,
3
0
0

3
1
4
,
1
0
0

3
3
7
,
9
0
0

3
7
1
,
7
0
0

4
0
1
,
2
0
0

4
8
6
,
7
0
0 

5
 

2
0
0
,
3
0
0

2
4
7
,
5
0
0

2
8
0
,
3
0
0

3
1
5
,
5
0
0

3
3
9
,
6
0
0

3
7
3
,
3
0
0

4
0
3
,
2
0
0

4
9
0
,
7
0
0 

6
 

2
0
2
,
0
0
0

2
4
8
,
9
0
0

2
8
1
,
3
0
0

3
1
6
,
6
0
0

3
4
1
,
3
0
0

3
7
5
,
1
0
0

4
0
5
,
5
0
0

4
9
4
,
1
0
0 

7
 

2
0
3
,
6
0
0

2
5
0
,
3
0
0

2
8
2
,
2
0
0

3
1
7
,
6
0
0

3
4
3
,
0
0
0

3
7
6
,
6
0
0

4
0
7
,
7
0
0

4
9
7
,
0
0
0 

8
 

2
0
5
,
2
0
0

2
5
1
,
7
0
0

2
8
3
,
2
0
0

3
1
8
,
8
0
0

3
4
4
,
6
0
0

3
7
8
,
2
0
0

4
0
9
,
9
0
0

4
9
9
,
5
0
0 

9
 

2
0
6
,
7
0
0

2
5
3
,
1
0
0

2
8
4
,
2
0
0

3
2
0
,
0
0
0

3
4
6
,
2
0
0

3
7
9
,
5
0
0

4
1
2
,
1
0
0

5
0
1
,
5
0
0 

1
0
 

2
0
8
,
4
0
0

2
5
4
,
3
0
0

2
8
5
,
2
0
0

3
2
1
,
6
0
0

3
4
7
,
9
0
0

3
8
1
,
1
0
0

4
1
4
,
4
0
0

 

1
1
 

2
1
0
,
0
0
0

2
5
5
,
6
0
0

2
8
6
,
2
0
0

3
2
3
,
2
0
0

3
4
9
,
6
0
0

3
8
2
,
7
0
0

4
1
6
,
6
0
0

 

1
2
 

2
1
1
,
6
0
0

2
5
6
,
9
0
0

2
8
7
,
2
0
0

3
2
4
,
8
0
0

3
5
1
,
2
0
0

3
8
4
,
2
0
0

4
1
8
,
9
0
0

 

1
3
 

2
1
3
,
1
0
0

2
5
8
,
1
0
0

2
8
8
,
2
0
0

3
2
6
,
2
0
0

3
5
2
,
7
0
0

3
8
6
,
1
0
0

4
2
0
,
7
0
0

 

1
4
 

2
1
4
,
8
0
0

2
5
9
,
3
0
0

2
8
9
,
5
0
0

3
2
7
,
8
0
0

3
5
4
,
3
0
0

3
8
8
,
0
0
0

4
2
2
,
6
0
0

 

1
5
 

2
1
6
,
5
0
0

2
6
0
,
5
0
0

2
9
0
,
8
0
0

3
2
9
,
4
0
0

3
5
5
,
9
0
0

3
8
9
,
9
0
0

4
2
4
,
5
0
0

 

1
6
 

2
1
8
,
2
0
0

2
6
1
,
7
0
0

2
9
2
,
0
0
0

3
3
1
,
0
0
0

3
5
7
,
4
0
0

3
9
1
,
7
0
0

4
2
6
,
3
0
0

 

1
7
 

2
1
9
,
4
0
0

2
6
2
,
8
0
0

2
9
3
,
2
0
0

3
3
2
,
4
0
0

3
5
8
,
8
0
0

3
9
3
,
2
0
0

4
2
8
,
1
0
0

 

1
8
 

2
2
1
,
0
0
0

2
6
3
,
9
0
0

2
9
4
,
5
0
0

3
3
4
,
1
0
0

3
6
0
,
5
0
0

3
9
5
,
0
0
0

4
2
9
,
9
0
0

 

1
9
 

2
2
2
,
6
0
0

2
6
5
,
0
0
0

2
9
5
,
7
0
0

3
3
5
,
7
0
0

3
6
2
,
1
0
0

3
9
6
,
7
0
0

4
3
1
,
7
0
0

 

2
0
 

2
2
4
,
1
0
0

2
6
6
,
1
0
0

2
9
6
,
9
0
0

3
3
7
,
3
0
0

3
6
3
,
7
0
0

3
9
8
,
3
0
0

4
3
3
,
5
0
0

 

2
1
 

2
2
5
,
6
0
0

2
6
7
,
0
0
0

2
9
7
,
9
0
0

3
3
8
,
7
0
0

3
6
4
,
8
0
0

4
0
0
,
0
0
0

4
3
5
,
1
0
0

 

2
2
 

2
2
7
,
2
0
0

2
6
8
,
0
0
0

2
9
9
,
1
0
0

3
4
0
,
4
0
0

3
6
6
,
3
0
0

4
0
1
,
4
0
0

4
3
6
,
6
0
0

 

2
3
 

2
2
8
,
8
0
0

2
6
9
,
0
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
4
2
,
1
0
0

3
6
7
,
8
0
0

4
0
2
,
8
0
0

4
3
8
,
1
0
0

 

2
4
 

2
3
0
,
4
0
0

2
7
0
,
0
0
0

3
0
1
,
6
0
0

3
4
3
,
7
0
0

3
6
9
,
3
0
0

4
0
4
,
2
0
0

4
3
9
,
6
0
0

 

2
5
 

2
3
2
,
0
0
0

2
7
1
,
0
0
0

3
0
2
,
9
0
0

3
4
4
,
9
0
0

3
7
1
,
0
0
0

4
0
5
,
6
0
0

4
4
1
,
1
0
0

 

2
6
 

2
3
3
,
7
0
0

2
7
1
,
9
0
0

3
0
3
,
9
0
0

3
4
6
,
8
0
0

3
7
2
,
8
0
0

4
0
6
,
8
0
0

4
4
2
,
4
0
0

 

2
7
 

2
3
5
,
0
0
0

2
7
2
,
7
0
0

3
0
4
,
9
0
0

3
4
8
,
5
0
0

3
7
4
,
4
0
0

4
0
8
,
0
0
0

4
4
3
,
7
0
0

 

2
8
 

2
3
6
,
3
0
0

2
7
3
,
6
0
0

3
0
5
,
9
0
0

3
5
0
,
1
0
0

3
7
6
,
1
0
0

4
0
9
,
0
0
0

4
4
4
,
9
0
0

 

2
9
 

2
3
7
,
6
0
0

2
7
4
,
4
0
0

3
0
7
,
0
0
0

3
5
1
,
6
0
0

3
7
7
,
5
0
0

4
1
0
,
1
0
0

4
4
6
,
1
0
0

 

9



3
0
 

2
3
8
,
7
0
0

2
7
5
,
2
0
0

3
0
8
,
2
0
0

3
5
3
,
2
0
0

3
7
8
,
8
0
0

4
1
1
,
3
0
0

4
4
7
,
4
0
0

 

3
1
 

2
3
9
,
8
0
0

2
7
6
,
0
0
0

3
0
9
,
3
0
0

3
5
4
,
8
0
0

3
8
0
,
0
0
0

4
1
2
,
4
0
0

4
4
8
,
7
0
0

 

3
2
 

2
4
0
,
9
0
0

2
7
6
,
7
0
0

3
1
0
,
5
0
0

3
5
6
,
4
0
0

3
8
1
,
4
0
0

4
1
3
,
5
0
0

4
4
9
,
9
0
0

 

3
3
 

2
4
2
,
0
0
0

2
7
7
,
4
0
0

3
1
1
,
6
0
0

3
5
8
,
1
0
0

3
8
2
,
5
0
0

4
1
4
,
2
0
0

4
5
1
,
1
0
0

 

3
4
 

2
4
2
,
9
0
0

2
7
8
,
2
0
0

3
1
2
,
9
0
0

3
5
9
,
9
0
0

3
8
3
,
4
0
0

4
1
4
,
9
0
0

4
5
1
,
9
0
0

 

3
5
 

2
4
3
,
8
0
0

2
7
9
,
0
0
0

3
1
4
,
2
0
0

3
6
1
,
7
0
0

3
8
4
,
4
0
0

4
1
5
,
5
0
0

4
5
2
,
7
0
0

 

3
6
 

2
4
4
,
8
0
0

2
7
9
,
6
0
0

3
1
5
,
5
0
0

3
6
3
,
5
0
0

3
8
5
,
4
0
0

4
1
6
,
2
0
0

4
5
3
,
5
0
0

 

3
7
 

2
4
5
,
8
0
0

2
8
0
,
3
0
0

3
1
6
,
7
0
0

3
6
5
,
0
0
0

3
8
6
,
2
0
0

4
1
6
,
8
0
0

4
5
4
,
1
0
0

 

3
8
 

2
4
6
,
7
0
0

2
8
1
,
1
0
0

3
1
8
,
0
0
0

3
6
6
,
4
0
0

3
8
7
,
1
0
0

4
1
7
,
4
0
0

4
5
4
,
7
0
0

 

3
9
 

2
4
7
,
6
0
0

2
8
1
,
8
0
0

3
1
9
,
3
0
0

3
6
7
,
8
0
0

3
8
8
,
0
0
0

4
1
7
,
9
0
0

4
5
5
,
3
0
0

 

4
0
 

2
4
8
,
4
0
0

2
8
2
,
5
0
0

3
2
0
,
6
0
0

3
6
9
,
2
0
0

3
8
8
,
8
0
0

4
1
8
,
3
0
0

4
5
5
,
9
0
0

 

4
1
 

2
4
9
,
2
0
0

2
8
3
,
2
0
0

3
2
1
,
9
0
0

3
7
0
,
7
0
0

3
8
9
,
6
0
0

4
1
8
,
7
0
0

4
5
6
,
6
0
0

 

4
2
 

2
4
9
,
9
0
0

2
8
3
,
9
0
0

3
2
3
,
1
0
0

3
7
1
,
5
0
0

3
9
0
,
4
0
0

4
1
8
,
9
0
0

4
5
7
,
4
0
0

 

4
3
 

2
5
0
,
5
0
0

2
8
4
,
6
0
0

3
2
4
,
4
0
0

3
7
2
,
4
0
0

3
9
1
,
2
0
0

4
1
9
,
2
0
0

4
5
7
,
8
0
0

 

4
4
 

2
5
1
,
1
0
0

2
8
5
,
3
0
0

3
2
5
,
5
0
0

3
7
3
,
4
0
0

3
9
1
,
9
0
0

4
1
9
,
5
0
0

4
5
8
,
5
0
0

 

4
5
 

2
5
1
,
8
0
0

2
8
6
,
0
0
0

3
2
6
,
4
0
0

3
7
4
,
3
0
0

3
9
2
,
6
0
0

4
1
9
,
8
0
0

4
5
9
,
0
0
0

 

4
6
 

2
5
2
,
4
0
0

2
8
6
,
6
0
0

3
2
7
,
7
0
0

3
7
5
,
4
0
0

3
9
3
,
3
0
0

4
2
0
,
1
0
0

4
5
9
,
4
0
0

 

4
7
 

2
5
3
,
0
0
0

2
8
7
,
3
0
0

3
2
9
,
0
0
0

3
7
6
,
3
0
0

3
9
4
,
0
0
0

4
2
0
,
4
0
0

4
5
9
,
8
0
0

 

4
8
 

2
5
3
,
6
0
0

2
8
7
,
9
0
0

3
3
0
,
3
0
0

3
7
7
,
3
0
0

3
9
4
,
7
0
0

4
2
0
,
7
0
0

4
6
0
,
2
0
0

 

4
9
 

2
5
4
,
1
0
0

2
8
8
,
6
0
0

3
3
1
,
4
0
0

3
7
8
,
2
0
0

3
9
5
,
2
0
0

4
2
0
,
9
0
0

4
6
0
,
6
0
0

 

5
0
 

2
5
4
,
7
0
0

2
8
9
,
2
0
0

3
3
2
,
7
0
0

3
7
8
,
9
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
2
1
,
2
0
0

4
6
0
,
9
0
0

 

5
1
 

2
5
5
,
3
0
0

2
8
9
,
9
0
0

3
3
3
,
9
0
0

3
7
9
,
6
0
0

3
9
6
,
4
0
0

4
2
1
,
4
0
0

4
6
1
,
2
0
0

 

5
2
 

2
5
5
,
8
0
0

2
9
0
,
6
0
0

3
3
5
,
1
0
0

3
8
0
,
2
0
0

3
9
7
,
1
0
0

4
2
1
,
7
0
0

4
6
1
,
5
0
0

 

5
3
 

2
5
6
,
2
0
0

2
9
1
,
1
0
0

3
3
6
,
4
0
0

3
8
0
,
6
0
0

3
9
7
,
5
0
0

4
2
1
,
9
0
0

4
6
1
,
8
0
0

 

5
4
 

2
5
6
,
6
0
0

2
9
1
,
7
0
0

3
3
7
,
4
0
0

3
8
1
,
2
0
0

3
9
8
,
1
0
0

4
2
2
,
2
0
0

4
6
2
,
1
0
0

 

5
5
 

2
5
6
,
9
0
0

2
9
2
,
3
0
0

3
3
8
,
5
0
0

3
8
1
,
8
0
0

3
9
8
,
7
0
0

4
2
2
,
5
0
0

4
6
2
,
4
0
0

 

5
6
 

2
5
7
,
2
0
0

2
9
3
,
0
0
0

3
3
9
,
6
0
0

3
8
2
,
5
0
0

3
9
9
,
2
0
0

4
2
2
,
8
0
0

4
6
2
,
7
0
0

 

5
7
 

2
5
7
,
5
0
0

2
9
3
,
6
0
0

3
4
0
,
3
0
0

3
8
2
,
8
0
0

3
9
9
,
6
0
0

4
2
3
,
0
0
0

4
6
3
,
0
0
0

 

5
8
 

2
5
7
,
8
0
0

2
9
4
,
2
0
0

3
4
1
,
2
0
0

3
8
3
,
5
0
0

4
0
0
,
2
0
0

4
2
3
,
3
0
0

 

5
9
 

2
5
8
,
1
0
0

2
9
4
,
8
0
0

3
4
1
,
9
0
0

3
8
4
,
2
0
0

4
0
0
,
8
0
0

4
2
3
,
6
0
0

 

6
0
 

2
5
8
,
4
0
0

2
9
5
,
5
0
0

3
4
2
,
7
0
0

3
8
4
,
8
0
0

4
0
1
,
3
0
0

4
2
3
,
8
0
0

 

6
1
 

2
5
8
,
7
0
0

2
9
6
,
1
0
0

3
4
3
,
5
0
0

3
8
5
,
1
0
0

4
0
1
,
7
0
0

4
2
4
,
0
0
0

 

6
2
 

2
5
9
,
0
0
0

2
9
6
,
7
0
0

3
4
3
,
9
0
0

3
8
5
,
6
0
0

4
0
2
,
2
0
0

4
2
4
,
3
0
0

 

6
3
 

2
5
9
,
3
0
0

2
9
7
,
2
0
0

3
4
4
,
4
0
0

3
8
6
,
2
0
0

4
0
2
,
7
0
0

4
2
4
,
6
0
0
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6
4
 

2
5
9
,
6
0
0

2
9
7
,
7
0
0

3
4
5
,
1
0
0

3
8
6
,
8
0
0

4
0
3
,
3
0
0

4
2
4
,
8
0
0

 

6
5
 

2
5
9
,
9
0
0

2
9
8
,
2
0
0

3
4
5
,
9
0
0

3
8
7
,
1
0
0

4
0
3
,
6
0
0

4
2
5
,
0
0
0

 

6
6
 

2
6
0
,
2
0
0

2
9
8
,
8
0
0

3
4
6
,
6
0
0

3
8
7
,
7
0
0

4
0
4
,
0
0
0

4
2
5
,
3
0
0

 

6
7
 

2
6
0
,
5
0
0

2
9
9
,
3
0
0

3
4
7
,
3
0
0

3
8
8
,
4
0
0

4
0
4
,
3
0
0

4
2
5
,
6
0
0

 

6
8
 

2
6
0
,
8
0
0

2
9
9
,
9
0
0

3
4
7
,
9
0
0

3
8
9
,
0
0
0

4
0
4
,
7
0
0

4
2
5
,
8
0
0

 

6
9
 

2
6
1
,
1
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
4
8
,
4
0
0

3
8
9
,
4
0
0

4
0
5
,
0
0
0

4
2
6
,
0
0
0

 

7
0
 

2
6
1
,
4
0
0

3
0
0
,
8
0
0

3
4
9
,
0
0
0

3
8
9
,
9
0
0

4
0
5
,
3
0
0

4
2
6
,
3
0
0

 

7
1
 

2
6
1
,
7
0
0

3
0
1
,
3
0
0

3
4
9
,
5
0
0

3
9
0
,
5
0
0

4
0
5
,
6
0
0

4
2
6
,
6
0
0

 

7
2
 

2
6
2
,
0
0
0

3
0
1
,
9
0
0

3
5
0
,
1
0
0

3
9
1
,
0
0
0

4
0
5
,
8
0
0

4
2
6
,
8
0
0

 

7
3
 

2
6
2
,
3
0
0

3
0
2
,
4
0
0

3
5
0
,
4
0
0

3
9
1
,
5
0
0

4
0
6
,
0
0
0

4
2
7
,
0
0
0

 

7
4
 

2
6
2
,
6
0
0

3
0
2
,
8
0
0

3
5
0
,
9
0
0

3
9
2
,
1
0
0

4
0
6
,
3
0
0

 

7
5
 

2
6
2
,
9
0
0

3
0
3
,
1
0
0

3
5
1
,
2
0
0

3
9
2
,
5
0
0

4
0
6
,
6
0
0

 

7
6
 

2
6
3
,
2
0
0

3
0
3
,
4
0
0

3
5
1
,
6
0
0

3
9
2
,
8
0
0

4
0
6
,
8
0
0

 

7
7
 

2
6
3
,
5
0
0

3
0
3
,
6
0
0

3
5
2
,
0
0
0

3
9
3
,
2
0
0

4
0
7
,
0
0
0

 

7
8
 

2
6
3
,
8
0
0

3
0
3
,
9
0
0

3
5
2
,
5
0
0

3
9
3
,
7
0
0

4
0
7
,
3
0
0

 

7
9
 

2
6
4
,
1
0
0

3
0
4
,
1
0
0

3
5
3
,
0
0
0

3
9
4
,
1
0
0

4
0
7
,
6
0
0

 

8
0
 

2
6
4
,
4
0
0

3
0
4
,
4
0
0

3
5
3
,
5
0
0

3
9
4
,
5
0
0

4
0
7
,
8
0
0

 

8
1
 

2
6
4
,
7
0
0

3
0
4
,
6
0
0

3
5
3
,
8
0
0

3
9
4
,
9
0
0

4
0
8
,
0
0
0

 

8
2
 

2
6
5
,
0
0
0

3
0
4
,
8
0
0

3
5
4
,
2
0
0

3
9
5
,
4
0
0

4
0
8
,
3
0
0

 

8
3
 

2
6
5
,
3
0
0

3
0
5
,
1
0
0

3
5
4
,
6
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
0
8
,
6
0
0

 

8
4
 

2
6
5
,
6
0
0

3
0
5
,
3
0
0

3
5
5
,
0
0
0

3
9
6
,
2
0
0

4
0
8
,
8
0
0

 

8
5
 

2
6
5
,
9
0
0

3
0
5
,
6
0
0

3
5
5
,
3
0
0

3
9
6
,
5
0
0

4
0
9
,
0
0
0

 

8
6
 

2
6
6
,
2
0
0

3
0
5
,
8
0
0

3
5
5
,
7
0
0

3
9
7
,
1
0
0

 

8
7
 

2
6
6
,
5
0
0

3
0
6
,
1
0
0

3
5
6
,
1
0
0

3
9
7
,
7
0
0

 

8
8
 

2
6
6
,
8
0
0

3
0
6
,
4
0
0

3
5
6
,
5
0
0

3
9
8
,
3
0
0

 

8
9
 

2
6
7
,
1
0
0

3
0
6
,
7
0
0

3
5
6
,
7
0
0

3
9
9
,
0
0
0

 

9
0
 

2
6
7
,
4
0
0

3
0
7
,
0
0
0

3
5
7
,
1
0
0

 

9
1
 

2
6
7
,
7
0
0

3
0
7
,
3
0
0

3
5
7
,
5
0
0

 

9
2
 

2
6
8
,
0
0
0

3
0
7
,
6
0
0

3
5
7
,
9
0
0

 

9
3
 

2
6
8
,
3
0
0

3
0
7
,
8
0
0

3
5
8
,
1
0
0

 

9
4
 

3
0
8
,
0
0
0

3
5
8
,
4
0
0

 

9
5
 

3
0
8
,
3
0
0

3
5
8
,
8
0
0

 

9
6
 

3
0
8
,
7
0
0

3
5
9
,
1
0
0

 

9
7
 

3
0
8
,
9
0
0

3
5
9
,
4
0
0
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9
8
 

3
0
9
,
2
0
0

3
5
9
,
8
0
0

 

9
9
 

3
0
9
,
5
0
0

3
6
0
,
2
0
0

 

1
0
0 

3
0
9
,
9
0
0

3
6
0
,
6
0
0

 

1
0
1 

3
1
0
,
1
0
0

3
6
1
,
1
0
0

 

1
0
2 

3
1
0
,
4
0
0

3
6
1
,
5
0
0

 

1
0
3 

3
1
0
,
7
0
0

3
6
1
,
9
0
0

 

1
0
4 

3
1
1
,
0
0
0

3
6
2
,
3
0
0

 

1
0
5 

3
1
1
,
2
0
0

3
6
2
,
8
0
0

 

1
0
6 

3
1
1
,
5
0
0

3
6
3
,
2
0
0

 

1
0
7 

3
1
1
,
8
0
0

3
6
3
,
5
0
0

 

1
0
8 

3
1
2
,
1
0
0

3
6
3
,
8
0
0

 

1
0
9 

3
1
2
,
3
0
0

3
6
4
,
2
0
0

 

1
1
0 

3
1
2
,
6
0
0

3
6
4
,
6
0
0

 

1
1
1 

3
1
3
,
0
0
0

3
6
5
,
0
0
0

 

1
1
2 

3
1
3
,
3
0
0

3
6
5
,
4
0
0

 

1
1
3 

3
1
3
,
5
0
0

3
6
5
,
9
0
0

 

1
1
4 

3
1
3
,
7
0
0

 

1
1
5 

3
1
4
,
0
0
0

 

1
1
6 

3
1
4
,
4
0
0

 

1
1
7 

3
1
4
,
6
0
0

 

1
1
8 

3
1
4
,
8
0
0

 

1
1
9 

3
1
5
,
1
0
0

 

1
2
0 

3
1
5
,
4
0
0

 

1
2
1 

3
1
5
,
7
0
0

 

1
2
2 

3
1
5
,
9
0
0

 

1
2
3 

3
1
6
,
2
0
0

 

1
2
4 

3
1
6
,
5
0
0

 

1
2
5 

3
1
6
,
8
0
0

 

(
2
)
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
 

職
務
の
級
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

8
級
 

基
準
給
料
月
額
 

2
0
0
,
3
0
0 

2
2
7
,
8
0
0

2
6
9
,
5
0
0

2
9
0
,
1
0
0 

3
0
5
,
7
0
0

3
3
1
,
9
0
0

3
7
4
,
8
0
0

4
0
9
,
2
0
0

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
８
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
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第
２
条
 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
通
勤
手
当
）
 

（
通
勤
手
当
）
 

第
９
条
の
４
 
［
略
］
 

第
９
条
の
４
 
［
略
］
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 前

項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ

り
算

出
し

た
当

該
職

員
の

支
給

単
位

期
間

の
通

勤
に

要
す

る
運

賃
等

の
額

に

相
当
す
る
額
（
次
項
及
び
第
６
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
。
 

 
(
1
)
 前

項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
 

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ

り
算

出
し

た
当

該
職

員
の

支
給

単
位

期
間

の
通

勤
に

要
す

る
運

賃
等

の
額

に

相
当
す
る
額
（
次
項
及
び
第
５
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
。
 

 
(
2
)
 前

項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
支
給

単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ

た
額
）
 

 
(
2
)
 前

項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員
 

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
支
給

単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ

た
額
）
 

 
 
ア
～
シ
 
［
略
］
 

 
 
ア
～
シ
 
［
略
］
 

 
 

ス
 

使
用

距
離

が
片

道
６

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
６

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
３
８
，
７
０
０
円
 

 
 
ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
３
８
，
７
０
０
円
 

 
 

セ
 

使
用

距
離

が
片

道
６

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
７

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
４
２
，
２
０
０
円
 

 

 
 

ソ
 

使
用

距
離

が
片

道
７

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
７

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
４
５
，
７
０
０
円
 

 

 
 

タ
 

使
用

距
離

が
片

道
７

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
８

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
４
９
，
２
０
０
円
 

 

 
 

チ
 

使
用

距
離

が
片

道
８

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
８

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
５
２
，
７
０
０
円
 

 

 
 

ツ
 

使
用

距
離

が
片

道
８

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
９

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
５
６
，
２
０
０
円
 

 

 
 

テ
 

使
用

距
離

が
片

道
９

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
９

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
職
員
 
５
９
，
６
０
０
円
 

 

 
 

ト
 

使
用

距
離

が
片

道
９

５
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
１

０
０

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

未
満

で

あ
る
職
員
 
６
３
，
０
０
０
円
 

 

 
 
ナ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
６
６
，
４
０
０
 

 
 
 
円
 

 

(
3
)
 
［
略
］
 

 
(
3
) 

［
略
］
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３
 
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
所
在
す
る
地
域
を
異

に
す
る
公
署
に

在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず

る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
規
則
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
第
１
項
第
１
号
又
は
第
３
号

に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄

道
等
の
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
（
第
１
号
、
次
項

及
び
第
６
項
に
お
い
て
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係

る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎

と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
第
１
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。
 

３
 
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
所
在
す
る
地
域
を
異

に
す
る
公
署
に
在
勤

す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず

る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
規
則
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
第
１
項
第
１
号
又
は
第
３
号

に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄

道
等
の
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
（
第
１
号
、
次
項

及
び
第
５
項
に
お
い
て
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係

る
特
別
料
金
等
（
そ

の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎

と
な
る
運
賃
等
に
相

当
す
る
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
第
１
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
負
担
す
る

こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
新

幹
線

鉄
道

等
の

利
用

に
係

る
特

別
料

金
等

に
係

る
通

勤
手

当
 
支

給
単

位
期

間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間

の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
６
項
に
お
い
て
「
特
別
料

金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
 

 
(
1
)
 
新

幹
線

鉄
道

等
の

利
用

に
係

る
特

別
料

金
等

に
係

る
通

勤
手

当
 
支

給
単

位
期

間
に
つ
き
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間

の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
５
項
に
お
い
て
「
特
別
料

金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
 

(
2
)
 
［
略
］
 

(
2
)
 
［
略
］
 

４
 

［
略
］
 

４
 
［
略
］
 

５
 
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設

（
そ
の
所
在
地

及
び
利
用
形
態
が
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
第
１

号
及
び
第
９
項

に
お
い
て
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担

す
る
こ
と
を
常

例
と
す
る
も
の
（
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
通
勤
手
当
の
額

は
、
前
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 

 
(
1
)
 駐

車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
５
，
０
０
０
円
を
超
え

な
い

範
囲

内
で

１
か

月
当

た
り

の
駐

車
場

等
の

料
金

に
相

当
す

る
額

と
し

て
規

則

で
定
め
る
額
 

 

(
2
)
 
前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当
 
前
３
項
の
規
定
に
よ
る
額
 

 

６
 
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通
機
関
等
が

２
以
上
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額

）
、
第
２
項
第
２
号
に
定
め
る
額
、
特

別
料
金
等
相
当

額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等

が
２
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
及
び
前
項
第
１
号
に
定
め
る
額
の

合
計
額
が
１
５
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
第
２
項
か
ら
前
項
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
１
５
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

５
 
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通
機
関
等
が

２
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
２
項
第
２
号
に
定
め
る
額
及
び

特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道

等
が
２
以
上
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
合
計
額
が
１
５
万
円
を
超
え

る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手

当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
１
５
万
円
に
当

該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

14



額
と
す
る
。
 

７
 
通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
規
則
で
定

め
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で

定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
（
当
該
月
に
通
勤
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
と
し
て
規

則
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
翌
月
）
の
規
則
で
定
め
る
日
に

支
給
す
る
。
 

６
 
通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で

定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
の
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
 

８
 

［
略
］
 

７
 
［
略
］
 

９
 
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
」
と
は

、
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位
と
な
る
期

間
と
し
て
６
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
１
月
を
単
位
と
し
て
規
則
で
定
め
る
期
間
（
自

動
車
等
及
び
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、
１
月
）
を
い
う
。
 

８
 
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
」
と
は
、
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位
と
な
る
期

間
と
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
１
月
を
単
位
と
し
て
規
則
で
定
め
る
期
間
（
自

動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、
１
月
）
を
い
う
。
 

１
０
 
［
略
］
 

９
 
［
略
］
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
１
７
条
 
［
略
］
 

第
１
７
条
 
［
略
］
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
１
．
２
５
」
と

す
る
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
す
る
。 

４
～
６
 
［
略
］
 

４
～
６
 
［
略
］
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
１
８
条
 
［
略
］
 

第
１
８
条
 
［
略
］
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
職
員
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
(
1
)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
 

当
該

職

員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は

死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
)
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当

の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
１
０
０

分
の
１
０
６
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額
 

 
(
1
)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
 

当
該

職

員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は

死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
)に

お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

１
０

０
分

の
１

０
７

．
５

を
乗

じ
て

得
た

額

の
総
額
 

 
(
2
)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

 
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

１
０

０
分

の
５

１
．

２
５

を
乗

じ
て

得

た
額
の
総
額
 

 
(
2)
 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

 
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

１
０

０
分

の
５

２
．

５
を

乗
じ

て
得

た

額
の
総
額
 

３
～
５
 
［
略
］
 

３
～
５
 
［
略
］
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（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
３
条
 
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
９
年
条
例
第
１
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

第
７
条
 
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
特

定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

第
７
条
 
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
特

定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

 

号
給
 

給
料
月
額
（
円
）
 

１
 

４
０
５
，
０
０
０
円

２
 

４
５
５
，
０
０
０
円

３
 

５
０
８
，
０
０
０
円

４
 

５
７
４
，
０
０
０
円

５
 

６
５
５
，
０
０
０
円

 

号
給
 

給
料
月
額
（
円
）
 

１
 

３
９
２
，
０
０
０
円
 

２
 

４
４
０
，
０
０
０
円
 

３
 

４
９
２
，
０
０
０
円
 

４
 

５
５
５
，
０
０
０
円
 

５
 

６
３
４
，
０
０
０
円
 

２
 

［
略
］
 

２
 
［
略
］
 

（
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

（
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

第
８
条
 
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

第
８
条
 
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

 

職
務
の
級
 

給
料
月
額
(円

) 

１
級
 

２
０
０
，
３
０
０
円

２
級
 

２
２
７
，
８
０
０
円

３
級
 

２
６
９
，
５
０
０
円

４
級
 

２
９
０
，
１
０
０
円

 

職
務
の
級
 

給
料
月
額
(円

) 

１
級
 

１
９
２
，
０
０
０
円
 

２
級
 

２
１
９
，
５
０
０
円
 

３
級
 

２
６
０
，
０
０
０
円
 

４
級
 

２
７
９
，
７
０
０
円
 

２
・
３
 
［
略
］
 

２
・
３
 
［
略
］
 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
１
０
条
 
［
略
］
 

第
１
０
条
 
［
略
］
 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
給

与
条

例
第

１
７

条
第

２
項

及
び

第
１

８
条

第
２

項

第
１
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条

例
第
１
７
条
第
２
項
中
「
１
０
０
分
の

１
２
６
.
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
９
６
．
２
５
」
と
、
給
与
条
例
第
１
８
条

第
２
項
第
１
号

中
「
１
０
０
分
の
１
０
６
．
２

５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
８
８
．

７
５
」
と
す
る
。
 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
給

与
条

例
第

１
７

条
第

２
項

及
び

第
１

８
条

第
２

項

第
１
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
１
７
条
第
２
項
中
「
１
０
０
分
の

１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
９
５
」
と
、
給
与
条
例
第
１
８
条
第
２
項
第
１

号
中
「
１
０
０
分
の
１
０
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
８
７
．
５
」
と
す
る
。
 

３
～
５
 
［
略
］
 

３
～
５
 
［
略
］
 

 
（
三
郷
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
４
条
 
三
郷
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
条
例
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
報
酬
の
基
本
額
の
特
例
）
 

（
報
酬
の
基
本
額
の
特
例
）
 

第
３

条
 

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
第

１
号

職
員

で
あ

っ

て
規
則
で
定
め
る
者
に
対
す
る
報
酬
の
基
本
額
は
、
前
条
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
月
額
２
７
８
，
０
０
０
円
又
は
日
額
２
０
，
２
０
０
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。
 

第
３

条
 

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
第

１
号

職
員

で
あ

っ

て
規
則
で
定
め
る
者

に
対
す
る
報
酬
の
基
本
額
は
、
前
条
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
月
額
２
６
９
，
６
０
０
円
又
は
日
額
１
９
，
６
０
０
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。
 

（
給
料
の
特
例
）
 

（
給
料
の
特
例
）
 

第
６

条
 

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
第

２
号

職
員

で
あ

っ

て
規
則
で
定
め
る
者
に
対
す
る
給
料
の
額
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

月
額
３
８
３
，
５
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。
 

第
６

条
 

特
殊

な
専

門
的

知
識

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
第

２
号

職
員

で
あ

っ

て
規
則
で
定
め
る
者
に
対
す
る
給
料
の
額
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

月
額
３
７
１
，
９
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。
 

附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
等
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

(
1
)
 
第
１
条
及
び
第
４
条
の
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
３
条
の
規
定
 
公
布
の
日
 

(
2
)
 
第
２
条
及
び
第
３
条
の
規
定
 
令
和
８
年
４
月
１
日
 

２
 

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
９
条
の
４
第
２
項
第
２
号
及
び
別
表
第
１
の
規
定
は
令
和
７
年
４

月
１
日
か
ら
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
１
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
は
令
和
７
年
１
２
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

３
 

第
４
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
三
郷
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

 
（
給
与
の
内
払
）
 

第
２
条
 
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、

改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
 

 
（
会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の
準
用
）
 

第
３
条
 
前
条
の
規
定
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
２
２
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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議案第 ５ 号 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び三郷市教育委員会教育 

長の給与等に関する条例の一部改正について 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び三郷市教育委員会教育長の給与

等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 一般職の職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定と

の権衡を考慮し、市長及び副市長並びに教育長に対して支給する期末手当の

支給月数を改定したいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
三
郷
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
（
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
１
条
 
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
４
年
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
［
略
］
 

第
５
条
 
［
略
］
 

２
 

期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(前

項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
又
は
死
亡
し
た
現
在
)に

お
い
て
、
市
長

等
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額

及
び
そ
の
月
額
に
１
０
０
分
の
２
０
を

乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
１
０
０
分
の
２
３
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以

前
６

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
前
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
又
は
死
亡
し
た
現
在
)
に
お

い
て
、
市
長
等
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び
そ
の
月
額
に
１
０
０
分
の
２
０
を
乗

じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
１
０
０
分
の
２
３
０
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前

６
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

第
２
条
 
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
［
略
］
 

第
５
条
 
［
略
］
 

２
 

期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(前

項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
又
は
死
亡
し
た
現
在
)に

お
い
て
、
市
長

等
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額

及
び
そ
の
月
額
に
１
０
０
分
の
２
０
を

乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
１
０
０
分
の
２
３
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準

日
以

前
６

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
前
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
又
は
死
亡
し
た
現
在
)
に
お

い
て
、
市
長
等
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び
そ
の
月
額
に
１
０
０
分
の
２
０
を
乗

じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
１
０
０
分
の
２
３
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前

６
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

 
（
三
郷
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
３
条
 
三
郷
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
４
年
条
例
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
［
略
］
 

第
５
条
 
［
略
］
 

２
 

期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(前

項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
罷
免
さ
れ
、
又
は
死
亡
し

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
前
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
罷
免
さ
れ
、
又
は
死
亡
し
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た
日
現
在
)
に
お
い
て
教
育
長
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び
そ
の
月
額
に
１
０
０

分
の

２
０

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
に

、
１

０
０

分
の

２
３

５
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、
基
準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

た
日
現
在
)
に

お
い

て
教

育
長

が
受

け
る

べ
き

給
料

の
月

額
及

び
そ

の
月

額
に

１
０

０

分
の

２
０

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
に

、
１

０
０

分
の

２
３

０
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、
基
準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

第
４
条
 
三
郷
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
［
略
］
 

第
５
条
 
［
略
］
 

２
 

期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(前

項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
罷
免
さ
れ
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
)
に
お
い
て
教
育
長
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び
そ
の
月
額
に
１
０
０

分
の
２
０
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
１
０
０
分
の
２
３
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
基
準
日

以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け

る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は

、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
前
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
任
期
が
満
了
し
、
退
職
し
、
失
職
し
、
解
職
さ
れ
、
罷
免
さ
れ
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
)
に

お
い

て
教

育
長

が
受

け
る

べ
き

給
料

の
月

額
及

び
そ

の
月

額
に

１
０

０

分
の

２
０

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
に

、
１

０
０

分
の

２
３

５
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、
基
準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
等
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

(
1
)
 
第
１
条
及
び
第
３
条
の
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
 
公
布
の
日
 

(
2
)
 
第
２
条
及
び
第
４
条
の
規
定
 
令
和
８
年
４
月
１
日
 

２
 

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
市
長
等
給
与
等
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
７
年
１
２
月
１
日
か
ら
適
用
す

る
。
 

３
 
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
三
郷
市
教

育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
教
育
長
給
与
等
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
７
年
１
２
月
１
日
か

ら
適
用
す
る
。
 

 
（
給
与
の
内
払
）
 

第
２
条
 
新
市
長
等
給
与
等
条
例
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給

さ
れ
た
給
与
は
、
新
市
長
等
給
与
等
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
 

２
 
新
教
育
長
給
与
等
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
三
郷
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て

支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
新
教
育
長
給
与
等
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
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議案第 ６ 号 

 

みんなの防災プラザみさと設置及び管理条例の制定について 

 

みんなの防災プラザみさと設置及び管理条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 市民の防災及び減災に関する知識の普及及び意識の向上に資するとともに

災害に強いまちづくりに寄与し、また、地域コミュニティの連携強化・推進

を図るための市民交流に資する施設として「みんなの防災プラザみさと」を

設置したいので、この案を提出するものである。 
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（別紙） 

みんなの防災プラザみさと設置及び管理条例 

 

（設置） 

第１条 市民の防災及び減災に関する知識の普及及び意識の向上に資すると

ともに、災害に強いまちづくりに寄与し、また、地域コミュニティの連携

強化・推進を図るための市民交流に資する施設として、みんなの防災プラ

ザみさと（以下「プラザ」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 みんなの防災プラザみさと 

(2) 位置 三郷市鷹野三丁目５２１番地 

 （施設） 

第３条 プラザに、次に掲げる施設を置く。 

 (1) 防災展示コーナー 

 (2) レクチャールーム 

 (3) 防災ガイダンスルーム 

 (4) 減災学習ルーム 

 (5) 火災体験コーナー 

 (6) 防災ＶＲ体験ルーム 

 (7) 防災コミュニケーションコーナー 

 (8) 救助訓練学習ルーム 

 (9) 会議室 

 (10) コミュニティホール 

 (11) 調理室 

(12) 和室 

 (13) ラウンジ 

（業務） 

第４条 プラザは、次に掲げる業務を行う。 

(1) 防災及び減災に関する知識の普及及び意識の向上に資する自主的事業

に関する業務 

(2) 地域コミュニティの連携強化・推進を図るための市民交流に資する自
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主的事業に関する業務 

(3) 前条各号に掲げる施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の利用

及び管理に関する業務 

(4) その他プラザの設置目的を達成するために必要な業務 

（職員） 

第５条 市長は、プラザに前条に定める業務を実施する所長その他必要な職

員を置く。 

（休館日） 

第６条 プラザの休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日 

(2) １月１日から同月４日までの日及び１２月２８日から同月３１日まで

の日 

２ 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又

は臨時に休館日を定めることができる。 

（利用時間） 

第７条 プラザの利用時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、

第３条第１号から第８号までに掲げる施設の利用時間は、午前９時から午

後４時３０分までとする。 

２ 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間を

変更することができる。 

（利用許可） 

第８条 次に掲げる施設（以下「許可施設」という。）を利用しようとする者

は、市長の許可（以下「利用許可」という。）を受けなければならない。利

用許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 (1) レクチャールーム 

 (2) 防災ガイダンスルーム 

 (3) 減災学習ルーム 

 (4) 火災体験コーナー 

 (5) 防災ＶＲ体験ルーム 
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 (6) 救助訓練学習ルーム 

 (7) 会議室 

 (8) コミュニティホール 

 (9) 調理室 

(10) 和室 

２ 市長は、利用許可をする場合において、必要な条件を付することができ

る。 

（利用許可の制限） 

第９条 市長は、利用許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、許可施設の利用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

 (2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(3) 営利を目的として利用しようとするとき。 

(4) プラザの管理上支障があるとき。 

(5) その他プラザの設置の目的に反するとき。 

（利用期間） 

第１０条 許可施設を連続して利用することができる期間は、６日とする。

ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 

（使用料の納付） 

第１１条 許可施設の利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、別

表に定める使用料を納付しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、利用者は附属設備を利用するときは、規則で

定める使用料を納付しなければならない。 

（使用料の免除） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除す

ることができる。 

(1) 市が主催する事業で利用する場合 

(2) 第１９条第１項の規定により市長が指定したプラザの管理を行うもの

が利用する場合 

(3) 市長が特に必要があると認めた場合 

（使用料の還付等） 
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第１３条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該 

当する場合は、その全部又は一部を還付する。 

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、許可施

設を利用できなくなったとき。 

(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。 

(3) プラザの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したと

き。 

２ 前項各号のいずれかに該当する場合において、使用料を徴収していない

ときは、当該使用料は、徴収しない。 

３ 前項の場合において、第１項第２号に該当するときは、規則で定めると

ころにより、取消料を納付しなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第１４条 利用者は、許可施設を許可された目的以外で利用し、又はその権

利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第１５条 市長は、プラザの管理上必要があると認めるとき、又は利用者が

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又

は利用を停止し、若しくは制限することができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。 

(2) 利用許可の条件に違反したとき。 

(3) 第９条各号のいずれかに該当するとき。 

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 市は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受け

ることがあっても、その補償の責めを負わない。 

（入館の禁止） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、

又は退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者 

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者 

(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物品又は動物等を携行

する者 
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(4) 規則に定める遵守事項を守らない者 

（原状回復） 

第１７条 施設等を利用した者は、その利用を終えたときは、直ちにこれを

原状に復さなければならない。 

（損害賠償） 

第１８条 施設等を利用した者は、自己の責めに帰すべき理由により、その

利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその

損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第１９条 市長は、プラザの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人

その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に、プラザの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることが

できる。 

(1) 第４条各号に掲げる業務 

(2) その他市長が別に定める業務 

２ 指定管理者が前項各号に掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）を

行う場合における第５条から第１０条まで、第１３条、第１５条及び第１

６条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定

管理者」と、第１５条第２項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と

する。 

（指定管理者の指定の手続） 

第２０条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けよ

うとするものの申請により行う。 

２ 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うこと

ができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。 

(1) プラザの設置目的を効果的に達成し、効率的な指定管理業務を行うこ

とができること。 

(2) プラザの平等な利用を確保することができること。 

(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にプラザの指定管理業務

を行うことができること。 
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(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確

保することができること。 

（指定管理者の公表等） 

第２１条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称

及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。 

２ 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする

ときは、変更しようとする日の２週間前までに、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなけれ

ばならない。 

（管理の基準等） 

第２２条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなけ

ればならない。 

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にプラザの指定管理業務

を行うこと。 

(2) プラザの維持管理を適切に行うこと。 

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこ

と。 

２ 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものと

する。 

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項 

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項 

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、施設の管理の適正を期するため必要な事 

 項 

（指定の取消し等） 

第２３条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指

定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しく

は一部の停止を命ずることができる。 

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。 
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(2) 第２０条第２項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 

(3) 前条第１項各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続するこ 

とが適当でないと認められるとき。 

２ 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を

受けることがあっても、その補償の責めを負わない。 

３ 第２１条第１項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務

の停止について準用する。 

（指定管理者によるプラザの現状変更等） 

第２４条 指定管理者は、プラザについての改修その他の市長が別に定める

現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければなら

ない。 

２ 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第１項の規定に

より指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しく

は一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やか

に原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この

限りでない。 

（委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第８条の規定による利用許可のために必要な行為は、この条例の施行の

日前においても行うことができる。 
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別表（第１１条関係） 

みんなの防災プラザみさと 基本使用料 

    時間 

区分 

午前９時～ 

午後０時３０

分 

午後１時～ 

午後５時 

午後５時３

０分～午後

９時 

午前９時～ 

午後９時 

会議室ＡＢ 

（１０７㎡） 
１,５００円 １,７００円 ２,０００円 ４,８００円 

会議室Ａ 

（６２㎡） 
９００円 １,０００円 １,２００円 ２,８００円 

会議室Ｂ 

(４５㎡) 
６００円 ７００円 ８００円 ２,０００円 

会議室Ｃ 

（３５㎡） 
５００円 ６００円 ７００円 １,５００円 

コミュニティ

ホールＡＢ 

(２６２㎡) 

３,６００円 ４,２００円 ４,８００円 １１,８００円 

コミュニティ

ホールＡ 

(１７０㎡) 

２,２００円 ２,７００円 ３,１００円 ７,７００円 

コミュニティ

ホールＢ 

（舞台付・９２

㎡） 

１,４００円 １,５００円 １,７００円 ４,１００円 

調理室 

（６１㎡） 
１,６００円 ２,１００円 ２,８００円 ６,０００円 

和室（大） 

（４２㎡） 
１,０００円 １,６００円 ２,３００円 ４,０００円 

和室ＡＢ 

(３２㎡) 
８００円 １,２００円 １,８００円 ３,２００円 

和室Ａ 

(１６㎡) 
４００円 ６００円 ９００円 １,６００円 

和室Ｂ 

(１６㎡) 
４００円 ６００円 ９００円 １,６００円 

備考 

１ 許可施設のうち、第８条第１号から第６号までに掲げるものの使用料は、

無料とする。 
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２ 三郷市、草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に住所等を有する

個人及び法人その他の団体並びにこれらの市町に通勤し、又は通学してい

る者以外が利用する場合は、基本使用料に１００分の１００を乗じて得た

額を加算した額とする。 

３ 利用時間の延長を許可した場合の１時間当たりの使用料は、基本使用料

の１００分の３０に該当する額とし、１時間未満は１時間として計算する。

ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時

間の使用料は、徴収しない。 

４ 使用料の算出に当たり１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 
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議案第 ７ 号 

 

三郷市都市計画税条例の一部改正について 

 

三郷市都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 本市の将来を見据えたまちづくりを着実に推進するため、都市計画税の税

率を改定したいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市

都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市

都
市
計
画
税
条
例
（
平
成
１
７
年
条
例
第
４
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
税
率
）

 
（
税
率
）
 

第
３
条
 
都
市
計
画
税
の
税
率
は
、
１
０
０
分
の
０
．
３
と
す
る
。

 
第
３
条
 
都
市
計
画
税
の
税
率
は
、
１
０
０
分
の
０
．
１
５
と
す
る
。

 
附
 
則
 

附
 
則
 

（
税
率
の
特
例
）
 

 

２
１
 
第
３
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
９
年
度

以
降
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税

の
税
率
は
、
１
０
０
分
の
０
．
２
と
す
る
。
 

 

附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
経
過
措
置
）
 

２
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
郷
市
都
市
計
画
税
条
例
の
規
定
は
、
令
和
９
年
度
以
後
の
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
８
年
度
分
ま
で
の
都
市
計
画
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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議案第 ８ 号 

 

三郷市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

三郷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正に伴い、子ども・子育て支

援納付金課税額について規定を整備するとともに、国民健康保険制度の安定

的な財政運営を図るため、国民健康保険税の税率等を改正したいので、この

案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
昭
和
３
２
年
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
基
礎
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に

要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

和
３
３
年
法
律
第
１
９
２
号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要

す
る
費
用
の
う
ち
、
埼
玉
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担

す
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
５
７
年
法
律
第
８
０
号
。
以
下

「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
」
と
い
う
。
）
、
介
護
保
険
法
（
平

成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
る

納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介

護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
６

５
号
）
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分

を
除
く
。
）
に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

(
2
)
・
(3
)
 
［

略
］
 

(
4
)
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
埼
玉
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る

特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及

び
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た
所

得
割

額
及

び
被
保
険
者
均

等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
６
６
万
円
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
６
６
万
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世

（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 基

礎
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

和
３
３
年
法
律
第
１
９
２
号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要

す
る
費
用
の
う
ち
、
埼
玉
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担

す
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
５
７
年
法
律
第
８
０
号
。
以
下

「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
介
護
保
険
法
（
平

成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介

護
納
付
金
」
と
い

う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。
）
に
充

て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 

  (
2
)
・
(3
)
 
［
略
］
 

     ２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及

び
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た
所

得
割

額
及

び
被
保
険
者
均
等
割

額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
６
５
万
円
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
６
５
万
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
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帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及

び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
２
６
万
円
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
２
６
万
円

と
す
る
。
 

４
 

［
略
］
 

５
 
第
１
項
第
４
号
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２

項
の
世
帯
主
を

除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
及
び
被
保

険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
に
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
１
８
歳
以
上
被
保

険
者
（
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
７

０
３
条
の
４
第
３
０
項
に
規
定
す
る
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
き
算
定
し
た
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期

日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る

法
第

３
１

４
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の

合
計

額
か

ら
同

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

控
除

を
し

た
後

の
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
１
０
０
分

の
８
．
２
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 ２
 

［
略
］
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
４
１
，

６
０
０
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
５
条
の
３
 
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
１
０

０
分
の
２
．
８
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

（
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等
割
額
）
 

第
５
条
の
４
 
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
１

４
，
１
０
０
円
と
す
る
。
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護

納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控

除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
１
０
０
分
の
２
．
４
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
７
条
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額

は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
１
５
，
６
０
０
円
と
す
る
。
 

帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及

び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
２
４
万
円
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
２
４
万
円

と
す
る
。
 

４
 
［
略
］
 

      

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る

地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
１
４
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の

合
計

額
か

ら
同

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

控
除

を
し

た
後

の
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

計
額

（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
１
０
０
分
の
７
．
２
を
乗

じ
て
算
定
す
る
。
 

２
 
［
略
］
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
３
２
，

８
０
０
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
５
条
の
３
 
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
１
０

０
分
の
２
．
５
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

（
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等
割
額
）
 

第
５
条
の
４
 
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
１

１
，
６
０
０
円
と
す
る
。
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控

除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
１
０
０
分
の
２
．
２
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
７
条
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
１
３
，
７
０
０
円
と
す
る
。
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（
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
所
得

割
額
）
 

第
７
条
の
２
 
第
２
条
第
５
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
１
０

０
分
の
０
．
２
９
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割
額
）
 

第
７

条
の

３
 

第
２

条
第

５
項

の
被

保
険

者
均

等
割

額
は

、
被

保
険

者
１

人
に

つ
い

て

１
，
７
６
２
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
１
８

歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
７
条
の
４
 
第
２
条
第
５
項
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
１
８
歳
以
上
被

保
険
者
１
人
に
つ
い
て
１
５
２
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
１

９
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
掲

げ
る

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
に

対

し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
６
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
６
６
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
イ

に
掲
げ
る
額
を

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
２
６
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
２
６
万
円
）
、
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
ウ
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
７
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

１
７
万
円
）
並

び
に
同
条
第
５
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
か
ら

エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の

合
算
額
が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規

定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日

の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総

所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年

法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

に
つ

い
て

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

控
除

額
の

控

除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
円
を
超

え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す

る
総

所
得

金
額

に
係

る
所

得
税

法
第

３
５

条
第

３
項

に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

に

            

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
１

９
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
掲

げ
る

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
に

対

し
て
課
す
る
国
民
健

康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
５
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
６
５
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
イ

に
掲
げ
る
額
を
減
額

し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
２
４
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
２
４
万
円
）
及
び
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
ウ
に
掲
げ

る
額

を
減

額
し

て
得

た
額

（
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
１

７
万

円
を

超
え

る
場

合
に

は
、
１
７
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

 

(
1
)
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の

合
算
額
が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規

定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日

の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総

所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

に
つ

い
て

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

控
除

額
の

控

除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
円
を
超

え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す

る
総

所
得

金
額

に
係

る
所

得
税

法
第

３
５

条
第

３
項

に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

に
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係
る

所
得

に
つ

い
て

同
条

第
４

項
に

規
定

す
る

公
的

年
金

等
控

除
額

の
控

除
を

受

け
た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
６

０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
が
１
１
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有

す
る
者
を
除
く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の

数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者

等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）

を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

 
 

ア
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額
 

被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
 

て
 

２
９
，
１
２
０
円
 

イ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

の
被

保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人
に
つ
い
て
 
９
，
８
７
０
円
 

ウ
 

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
介

護
納

付
金

課

税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 

１
０
，
９
２
０
円
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
１
，
２
３
４
円
 

 
(
2
)
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の

合
算
額
が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

の
う

ち
給

与
所

得
者

等
の

数
が

２
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数

に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯

所
属

者
１

人
に

つ
き

３
０

万
５

千
円

を
加

算
し

た
金

額
を

超
え

な
い

世
帯

に

係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額
 

被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す

る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
 

て
 

２
０
，
８
０
０
円
 

イ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

の
被

保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人
に
つ
い
て
 
７
，
０
５
０
円
 

ウ
 

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
介

護
納

付
金

課

係
る

所
得

に
つ

い
て

同
条

第
４

項
に

規
定

す
る

公
的

年
金

等
控

除
額

の
控

除
を

受

け
た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
６

０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
が
１
１
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有

す
る
者
を
除
く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の

数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者

等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）

を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

 
 

ア
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額
 

被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
 

て
 
２
２
，
９
６
０
円
 

イ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

の
被

保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人
に
つ
い
て
 
８
，
１
２
０
円
 

ウ
 

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
介

護
納

付
金

課

税
被
保
険
者
（

第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 
９
，
５
９
０
円
 

    
(
2
)
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の

合
算
額
が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

の
う

ち
給

与
所

得
者

等
の

数
が

２
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数

に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯

所
属

者
１

人
に

つ
き

３
０

万
５

千
円

を
加

算
し

た
金

額
を

超
え

な
い

世
帯

に

係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額
 

被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
 

て
 
１
６
，
４
０
０
円
 

イ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

の
被

保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人
に
つ
い
て
 
５
，
８
０
０
円
 

ウ
 

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
介

護
納

付
金

課
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税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 

７
，
８
０
０
円
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
８
８
１
円
 

 
(
3
)
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の

合
算
額
が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

の
う

ち
給

与
所

得
者

等
の

数
が

２
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数

に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯

所
属

者
１

人
に

つ
き

５
６

万
円

を
加

算
し

た
金

額
を

超
え

な
い

世
帯

に
係

る

納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額
 

被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す

る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
 

て
 

８
，
３
２
０
円
 

イ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

の
被

保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

 
 
１
人
に
つ
い
て
 
２
，
８
２
０
円
 

ウ
 

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
介

護
納

付
金

課

税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 

３
，
１
２
０
円
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
３
５
３
円
 

２
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

属
す

る
世

帯
内

に
６

歳
に

達
す

る
日

以
後

の

最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（

以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納

税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項

に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保

険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額
 

次

に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る

額
 

税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 
６
，
８
５
０
円
 

    
(
3
)
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の

合
算
額
が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

の
う

ち
給

与
所

得
者

等
の

数
が

２
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数

に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯

所
属

者
１

人
に

つ
き

５
６

万
円

を
加

算
し

た
金

額
を

超
え

な
い

世
帯

に
係

る

納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額
 

被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
 

て
 
６
，
５
６
０
円
 

イ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

の
被

保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

 
 
１
人
に
つ
い
て
 
２
，
３
２
０
円
 

ウ
 

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
介

護
納

付
金

課

税
被
保
険
者
（

第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 
２
，
７
４
０
円
 

   ２
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

属
す

る
世

帯
内

に
６

歳
に

達
す

る
日

以
後

の

最
初
の
３
月
３
１
日

以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納

税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項

に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保

険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額
 

次

に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る

額
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ア
 

前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
６
，
２
４
０
円
 

イ
 

前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
０
，
４
０
０
円
 

ウ
 

前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
６
，
６
４
０
円
 

エ
 

ア
か
ら
ウ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

 
２
０
，
８
０
０
円
 

(
2
)
 
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被
保

険

者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ

い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 

前
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
２
，
１
１
５
円
 

イ
 

前
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
３
，
５
２
５
円
 

ウ
 

前
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
５
，
６
４
０
円
 

エ
 

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
７
，
０
５
０
円
 

(
3
)
 
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人

に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 

前
項
第
１
号
エ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
２
６
４
円
 

イ
 

前
項
第
２
号
エ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
４
４
１
円
 

ウ
 

前
項
第
３
号
エ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
７
０
５
円
 

エ
 

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
８
８
１
円
 

３
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

世
帯

に
地

方
税

法
施

行
令

第
５

６
条

の
８

９

第
４
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
属
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
納

税
義

務
者

に
対

し
て

課
す

る
所

得
割

額
及

び
被

保
険

者
均

等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
か

ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し

て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(6
)
 
［

略
］
 

(
7
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
所

得
割

額
 

当
該

出
産

被
保

険
者

に
つ

き
第

７
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

算
定

し

た
所
得
割
額
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う

ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(
8
)
 
国
民
健
康

保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額
 

当
該

出
産

被
保

険
者

に
つ

き
第

７
条

の
３

の
規

定
に

よ

り
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被

保
険
者
均
等
割
額
）
の
１
２
分
の
１
の

ア
 
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
４
，
９
２
０
円
 

イ
 
前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
８
，
２
０
０
円
 

ウ
 
前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
３
，
１
２
０
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
１
６
，
４
０
０
円
 

(
2
)
 
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被
保

険

者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ

い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
，
７
４
０
円
 

イ
 
前
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
２
，
９
０
０
円
 

ウ
 
前
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
４
，
６
４
０
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
５
，
８
０
０
円
 

       ３
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

世
帯

に
地

方
税

法
施

行
令

第
５

６
条

の
８

９

第
４
項
に
規
定
す
る

出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
属
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
納

税
義

務
者

に
対

し
て

課
す

る
所

得
割

額
及

び
被

保
険

者
均

等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
か

ら
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し

て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(6
)
 
［
略
］
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額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を

乗
じ
て
得
た
額
 

附
 
則
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

３
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

３
条

の
２

第
５

項
の

配
当

所
得

等
を

有
す

る
場

合
に

お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は

、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
３

条
の

２
第

５
項

に
規

定
す

る
上

場
株

式
等

に
係

る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２

第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
３

３
条

の
２

第
５

項
に

規
定

す
る

上
場

株
式

等
に

係
る

配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
３
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株

式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

４
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

４
条

第
４

項
の

譲
渡

所
得

を
有

す
る

場
合

に
お

け
る

第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期

譲
渡
所
得
の
金

額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の

４
第
１
項
若
し

く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４

条
の
３
第
１
項

、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３
第
１

項
又
は
第
３
６

条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同

法
第

３
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
長

期
譲

渡
所

得
の

金
額

か
ら

控
除

す
る

金
額

を
控

除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）

の
合
計
額
か
ら

法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

（
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の

合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は

山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」

と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

  

附
 
則
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

３
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

３
条

の
２

第
５

項
の

配
当

所
得

等
を

有
す

る
場

合
に

お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
法

附
則

第
３

３
条

の
２

第
５

項
に

規
定

す
る

上
場

株
式

等
に

係
る

配
当

所
得

等
の

金
額
」
と
、
「
同
条

第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同

条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は

法
附

則
第

３
３

条
の

２
第

５
項

に
規

定
す

る
上

場
株

式
等

に
係

る
配

当
所

得
等

の
金

額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
３

条
の

２
第

５
項

に
規

定
す

る
上

場
株

式
等

に
係

る
配

当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

４
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

４
条

第
４

項
の

譲
渡

所
得

を
有

す
る

場
合

に
お

け
る

第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
４

条
第

４
項

に
規

定
す

る
長

期
譲

渡
所

得
の

金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１

項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３

６
条
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
３
１
条

第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額

か
ら
法
第
３
１
４
条

の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
又
は
法
附
則
第
３

４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
１
９

条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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６
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

５
条

の
２

第
５

項
の

一
般

株
式

等
に

係
る

譲
渡

所
得

等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及
び
第

１
９
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

一
般
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
３
１
４
条
の

２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は

山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般

株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

７
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

５
条

の
２

の
２

第
５

項
の

上
場

株
式

等
に

係
る

譲
渡

所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及

び
第
１
９
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「

及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
３
５
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
上
場
株

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
３
５
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
上
場
株

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
２

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

８
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所

得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及
び
第

１
９
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る

先
物
取
引
に
係

る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３

１
４
条
の
２
第

２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く

は
山

林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
３

５
条

の
４

第
４

項
に

規
定

す
る

先
物

取
引

に
係
る
雑
所
得

等
の
金
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び

山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先

６
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

５
条

の
２

第
５

項
の

一
般

株
式

等
に

係
る

譲
渡

所
得

等
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
５

条
の

２
第

５
項

に
規

定
す

る
一

般
株

式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条

の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く

は
山

林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
３

５
条

の
２

第
５

項
に

規
定

す
る

一
般

株
式

等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

７
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

５
条

の
２

の
２

第
５

項
の

上
場

株
式

等
に

係
る

譲
渡

所
得
等
を
有
す
る
場

合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
５

条
の

２
の

２
第

５
項

に
規

定
す

る
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
若

し
く

は
山

林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
３

５
条

の
２

の
２

第
５

項
に

規
定

す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
２
の
２
第

５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

８
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所

得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
５

条
の

４
第

４
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２

第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
３

５
条

の
４

第
４

項
に

規
定

す
る

先
物

取
引

に
係

る
雑

所
得
等
の
金
額
」
と

、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
５

条
の

４
第

４
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に

41



物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

３
条

の
３

第
５

項
の

事
業

所
得

又
は

雑
所

得
を

有
す

る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及
び
第
１
９
条
の

規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
３

条
の

３
第

５
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の

２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は

山
林

所
得

金
額

又
は

法
附

則
第

３
３

条
の

３
第

５
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
３

条
の

３
第

５
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
０

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
４
号
）
第
８
条
第
２
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第
１
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
又

は
同
法
第
１
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所

得
、
譲
渡
所
得

、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条

の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及
び
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
３
条
第
１
項

中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
山

林
所

得
金

額
並

び
に

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
４
号
）
第
８
条
第
２
項
（
同

法
第
１
２
条
第
５
項
及
び
第
１
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定

す
る

特
例

適
用

利
子

等
の

額
（

以
下

こ
の

条
及

び
第

１
９

条
第

１
項

に
お

い
て

「
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」

と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適

用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
若
し
く

は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１

項
中
「
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の

額
」
と
す
る
。
 

（
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
１

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

３
条

の
３

第
５

項
の

事
業

所
得

又
は

雑
所

得
を

有
す

る
場
合
に
お
け
る
第

３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
３
条

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
３

条
の

３
第

５
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、

同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又

は
法
附
則
第
３
３
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」

と
、
第
１
９
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

３
３

条
の

３
第

５
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得
等

の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
０

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非
課
税
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
４
号
）
第
８
条
第
２
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第
１
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
又

は
同
法
第
１
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所

得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条

の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項

中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並

び
に

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非

課
税

等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
４
号
）
第
８
条
第
２
項
（
同
法
第
１
２
条
第

５
項
及
び
第
１
６
条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例

適
用
利
子
等
の
額
（

以
下
こ
の
条
及
び
第
１
９
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
利
子

等
の
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額
（

」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額

の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く

は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

 （
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
１

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

42



同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
、
同
法
第

１
２

条
第

６
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

又
は

同
法

第
１

６
条

第
３

項
に

規
定

す
る
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第

７
条
の
２
及
び
第
１
９
条
第
１
項
の
規

定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互

主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
（
同
法
第
１
２
条

第
６
項
及
び
第
１
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特

例
適
用
配
当
等
の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
１
９
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
配

当
等
の
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の

額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。 

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
２

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

同
一
世
帯
所
属
者
が
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
」
と

い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等

に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第
７
条
の
２
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得

税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４

６
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と

い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
利

子
等

の
額

の
合

計
額

か
ら

法
第

３
１

４
条

の
２

第
２

項
」

と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

３
条

の
２

の
２

第
１

０
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
利

子
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
若

し
く

は
山

林
所

得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

３
条

の
２

の
２

第
１

０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と

、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３

条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
、
同
法
第

１
２

条
第

６
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

又
は

同
法

第
１

６
条

第
３

項
に

規
定

す
る
特
例
適
用
配
当

等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
、
第

５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
３
条
第

１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る

の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所

得
税
等
の
非
課
税
等

に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
（
同
法
第
１
２
条
第
６
項
及
び
第

１
６
条
第
３
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等

の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
１
９
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と

い
う
。
）
の
合
計
額

か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合

計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
又
は
特
例
適
用
配

当
等
の
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
２

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

同
一
世
帯
所
属
者
が

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等

に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税

法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６
号
。
以
下
「
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約

適
用
利
子
等
の
額
の

合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額
（

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施

特
例

法
第

３
条

の
２

の
２

第
１

０
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
利

子
等

の
額

の
合

計
額

（
」
と
、
同
条
第
２

項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

３
条

の
２

の
２

第
１

０
項

に
規

定
す

る
条

約
適
用
利
子
等
の
額

」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０

項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
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（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
３

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

同
一

世
帯

所
属

者
が

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
３

条
の

２
の

２
第

１
２

項
に

規
定

す
る
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
、
第
５
条
の
３
、
第
６
条
、
第

７
条
の
２
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は

、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税

法
、
法
人
税
法

及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６

号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
２
項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、

「
及
び
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

３
条

の
２

の
２

第
１

２
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
配

当
等

の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く

は
山

林
所

得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

３
条

の
２

の
２

第
１

２
項

に
規
定
す
る
条

約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の

２
の
２
第
１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
３

 
世

帯
主

又
は

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定

同
一

世
帯

所
属

者
が

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
３

条
の

２
の

２
第

１
２

項
に

規
定

す
る
条
約
適
用
配
当

等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
、
第

５
条
の
３
、
第
６
条
及
び
第
１
９
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及

び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６
号
。
以
下
「
租
税

条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適

用
配
当
等
の
額
の
合

計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特

例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

３
条

の
２

の
２

第
１

２
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
１
９
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
３

条
の

２
の

２
第

１
２

項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

 
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
適
用
区
分
）
 

２
 
改
正
後
の
三
郷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
規
定
は
、
令
和
８
年
度
以
後
の
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
７
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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議案第 ９ 号 

 

三郷市介護保険条例の一部改正について 

 

三郷市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

令和７年度税制改正に基づく令和８年度介護保険料率算定の特例を定めた

いので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
１
２
年
条
例
第
１
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

 
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）
 

第
１
１
条
 
第
１
号
被
保
険
者
（
令
和
８
年
度
分

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
本
市

に
住
所
を
有
し

な
い
者
を
除
き
、
令
和
８
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

民
税
の
賦
課
期

日
に
お
い
て
本
市
に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
同
法
第
２
９
４
条
第
３
項

の
規

定
に

よ
り

本
市

の
住

民
基

本
台

帳
に

記
録

さ
れ

て
い

る
者

と
み

な
さ

れ
た

者
を

含
む
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
令

和
７
年
の
合
計

所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等
（
所

得
税
法
第
２
８

条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
入
金
額

が
５
５
万
１
千
円
以
上
６
５
万
１
千
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
令
和
８
年
度
に

お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
１
０
条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、

第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第
１

１
号
ア
、
第
１
２
号
ア
、
第
１
３
号
ア

及
び
第
１
４
号

ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６

号
ア
中
「
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
）
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額

（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第

２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条

の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、

第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計

所
得

金
額

か
ら

令
第

２
２

条
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
特

別
控

除
額

を
控

除
し

て
得

た
額

と
し

、
当

該
合

計
所

得
金

額
が

０
を

下
回

る
場

合
に

は
、

０
と

す
る

。
以

下
同

じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
２
９
２
条
第
１
項
第
１
３

号
に
規
定
す
る

合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
２
８
条

第
１
項
に
規
定

す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
令
和
７
年
中
の
同
条

第
１

項
に

規
定

す
る

給
与

等
の

収
入

金
額

か
ら

５
５

万
円

を
控

除
し

て
得

た
額

を
加

え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
合

計
所
得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額

を
控
除
し
て
得

た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す

 
 
 
附
 
則
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る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。
 

２
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て

い
る
者
（
同
年

中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
６
５
万
１
千
円
以
上
１
６
１
万
９
千
円
未

満
で
あ
る
者
に

限
る
。
）
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第

１
０
条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、

第
１
１
号
ア
、
第
１
２
号
ア
、
第
１
３
号
ア
及
び
第
１
４
号
ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第

２
２
６
号
）
に

規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３

５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規

定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に

規
定
す
る
特
別

控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
０
を
下
回

る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地

方
税
法
第
２
９

２
条
第
１
項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合

計
所

得
金

額
に

所
得

税
法

第
２

８
条

第
１

項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

が
含

ま
れ

て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て

計
算
し
た
金
額

に
１
０
万
円
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ

る
特
別
控
除
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２

第
２
項
に
規
定

す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が

０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。
 

３
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て

い
る
者
（
同
年

中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
１
６
１
万
９
千
円
以
上
１
９
０
万
円
未
満

で
あ
る
者
に
限

る
。
）
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
１

０
条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８

号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第

１
１
号
ア
、
第
１
２
号
ア
、
第
１
３
号
ア
及
び
第
１
４
号
ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第

２
２
６
号
）
に

規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３

５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規

定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に

規
定
す
る
特
別

控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
０
を
下
回

る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
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方
税
法
第
２
９

２
条
第
１
項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合

計
所

得
金

額
に

所
得

税
法

第
２

８
条

第
１

項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

が
含

ま
れ

て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て

計
算
し
た
金
額

に
６
５
万
円
か
ら
令
和
７
年
給
与
所
得
控
除
額
（
令
和
７
年
中
の
所
得

税
法
第
２
８
条

第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
、
当
該
給
与
等
の
収
入

金
額
を
所
得
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
１
３
号
）
第
１
条

の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
同
表
に
よ

り
当

該
金

額
に

応
じ

て
求

め
た

同
表

の
給

与
所

得
控

除
後

の
給

与
等

の
金

額
を

控
除

し
て
得
た
額
を

い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税

特
別
措
置
法
に

よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

令
第
２
２
条
の

２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該

合
計
所
得
金
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。
 

 
（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）
 

第
１

２
条

 
第

１
号

被
保

険
者

の
令

和
８

年
度

に
お

け
る

保
険

料
率

の
算

定
に

つ
い

て

の
第
１
０
条
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す
る

世
帯
の
世
帯
主

及
び
全
て
の
世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
１
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か

つ
、
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
該
当
す
る

者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

て
い
る
者
と
み
な
す
。
 

 
(
1
)
 令

和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和
８
年
度
分

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
本
市
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
令
和
８
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
本
市
に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
同
法
第
２
９
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
本
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
 

(
2
)
 
地
方
税
法

第
２
９
５
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
８

年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次

の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

 
 

ア
 

令
和

７
年

中
の

給
与

等
の

収
入

金
額

が
５

５
万

１
千

円
以

上
６

５
万

１
千

円

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得

た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
５
５
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以

下
で
あ
る
場
合
 

 
 

イ
 

令
和

７
年

中
の

給
与

等
の

収
入

金
額

が
６

５
万

１
千

円
以

上
１

６
１

万
９

千

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て

得
た
額
が
１
０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
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ウ
 

令
和

７
年

中
の

給
与

等
の

収
入

金
額

が
１

６
１

万
９

千
円

以
上

１
９

０
万

円

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得

た
額
が
、
６
５
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の

収
入

金
額

を
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
（
以
下
「
別
表
第
５
」
と
い
う
。
）
の
給
与
等
の
金

額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の
給
与
所

得
控

除
後

の
給

与
等

の
金

額
を

控
除

し
て

得
た

額
を

控
除

し
て

得
た

額
以

下
で

あ
る
場
合
 

(
3
)
 
地
方
税
法

第
２
９
５
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
令
和
８

年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次

の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

 
 

ア
 

令
和

７
年

中
の

給
与

等
の

収
入

金
額

が
５

５
万

１
千

円
以

上
６

５
万

１
千

円

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
３
１
万
５
千
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養

親
族
（
年
齢
１
６
歳
未
満
の
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
１
０
万
円
を

加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に

は
、
当
該
金
額
に
１
８
万
９
千
円
を
加
算
し
た
金
額
）
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金

額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
５
５
万
円
を
控

除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
 

 
 

イ
 

令
和

７
年

中
の

給
与

等
の

収
入

金
額

が
６

５
万

１
千

円
以

上
１

６
１

万
９

千

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
３
１
万
５
千
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶

養
親

族
の

数
に

１
を

加
え

た
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

に
１

０
万

円
を

加
算

し
た

金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該

金
額
に
１
８
万
９
千
円
を
加
算
し
た
金
額
）
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除

し
て
得
た
額
が
１
０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
 

 
 

ウ
 

令
和

７
年

中
の

給
与

等
の

収
入

金
額

が
１

６
１

万
９

千
円

以
上

１
９

０
万

円

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
３
１
万
５
千
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養

親
族

の
数

に
１

を
加

え
た

数
を

乗
じ

て
得

た
金

額
に

１
０

万
円

を
加

算
し

た
金

額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金

額
に
１
８
万
９
千
円
を
加
算
し
た
金
額
）
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し

て
得
た
額
が
、
６
５
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与

等
の
収
入
金
額
を
別
表
第
５
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該

金
額

に
応

じ
て

求
め

た
別

表
第

５
の

給
与

所
得

控
除

後
の

給
与

等
の

金
額

を
控

除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
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２
 

第
１

号
被

保
険

者
の

令
和

８
年

度
に

お
け

る
保

険
料

率
の

算
定

に
つ

い
て

の
第

１

０
条
第
１
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
が
前
項
第
１
号
に

掲
げ
る
者
に
該

当
し
、
か
つ
、
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。
 

 
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１０号 

 

三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について 

 

三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム（Public Medical Hub)」

を導入し、重度心身障害者医療費助成のオンライン資格確認を可能とするた

めの条例の整備を図りたいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
５
０
年
条
例
第
４
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

 
（
受
給
資
格
等
の
確
認
）

 
 
（
受
給
者
証
の
提
示
）
 

第
７
条
 
受
給
者
は
、
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医

療
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
医
療

保
険

各
法

に
規

定
す

る
電

子
資

格
確

認
等

に
よ

り
被

保
険

者
等

又
は

被
扶

養
者

で
あ

る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
と
と
も
に
、
受
給
者
証
の
提
示
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
方
法

に
よ
り
受
給
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
７
条
 
受
給
者
は
、
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
医
療

保
険

各
法

に
規

定
す

る
電

子
資

格
確

認
等

に
よ

り
被

保
険

者
等

又
は

被
扶

養
者

で
あ

る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
受
給
者
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１１号 

 

   三郷市地域型保育事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部 

改正について 

 

三郷市地域型保育事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６１号）の改正により、条例の整備を図りたいので、この案を提出するも

のである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
地
域
型
保
育
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

 

三
郷
市
地
域
型
保
育
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
６
年
条
例
第

２
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

 
（
利
用
乳
幼
児
及
び
職
員
の
健
康
診
断
）
 

第
１
７
条
 
［
略
］
 

２
 

地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

健
康
診
断
又
は
健
康
診
査
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
１
４
１
号
）
第
１
２

条
又
は
第
１
３
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

健
康

診
断

等
が

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
健

康
診

断
の

全
部

又
は

一
部

に
相

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ

な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
等
の
結
果
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
乳
児
又
は
幼

児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
の

利
用
開
始
前
の
健
康
診
断
 

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
利
用
開
始
時
の

健
康
診
断
 

乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
 

利
用
開
始
時
の
健
康
診
断
、
定
期
の
健

康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断
 

 

 
（
利
用
乳
幼
児
及
び
職
員
の
健
康
診
断
）
 

第
１
７
条
 
［
略
］
 

２
 
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
児
又
は
幼
児
が
児
童
相

談
所
等
に
お
い
て
利
用
開
始
前
の
健
康
診
断
を
行
っ
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
健
康
診

断
が

利
用

乳
幼

児
に

対
す

る
利

用
開

始
時

の
健

康
診

断
の

全
部

又
は

一
部

に
相

当
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
利
用
開
始
時
の
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な

い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
当
該
乳
児
又
は

幼
児
の
利
用
開
始
前
の
健
康
診
断
の
結
果
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

３
・
４
 
［
略
］
 

３
・
４
 
［
略
］
 

 
（
設
備
の
基
準
）
 

第
２
２
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
は
、
次
条
第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
そ

の
他
の
場
所
（
保
育
を
受
け
る
乳
幼
児
の
居
宅
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
場
所
（
次
条
に
お
い
て
「
家
庭

的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
」
と
い
う
。
）
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
 
乳
幼
児
の
保
育
を
行
う
専
用
の
部
屋
を
設
け
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
前
号
に
掲
げ
る
専
用
の
部
屋
の
面
積
は
、
９
．
９
平
方
メ
ー
ト
ル
（
保
育
す
る
乳

幼
児
が
３
人
を
超
え
る
場
合
は
、
９
．
９
平

方
メ
ー
ト
ル
に
３
人
を
超
え
る
人
数
１

人
に
つ
き
３
．
３
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
面
積
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
上
必
要
な
採
光
、
照
明
及
び
換
気
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
 

 (
4
)
 
［
略
］
 

 
（
設
備
の
基
準
）
 

第
２
２
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
は
、
次
条
第
２
項

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
そ

の
他
の
場
所
（
利
用
乳
幼
児
の
居
宅
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
も
の
と
し
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
場
所
（
次
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事

業
を
行
う
場
所
」
と
い
う
。
）
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
 
利
用
乳
幼
児
の
保
育
を
行
う
専
用
の
部
屋
を
設
け
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
前
号
に
掲
げ
る
専
用
の
部
屋
の
面
積
は
、
９
．
９
平
方
メ
ー
ト
ル
（
利
用
乳
幼
児

が
３
人
を
超
え

る
場
合
は
、
９
．
９
平
方
メ
ー
ト
ル
に
３
人
を
超
え
る
人
数
１
人
に

つ
き
３
．
３
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
面
積
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
利
用
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
上
必
要
な
採
光
、
照
明
及
び
換
気
の
設
備
を
有
す
る
こ

と
。
 

(
4
)
 
［
略
］
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(
5
)
 
同
一
の
敷
地
内
に
乳
幼
児

の
屋
外
に
お
け
る
遊
戯
等
に
適
し
た
広
さ
の
庭
（
付
近

に
あ
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
こ
と
。 

 (
6
)
・
(7
)
 
［
略
］
 

(
5
)
 
同

一
の

敷
地

内
に

利
用

乳
幼

児
の

屋
外

に
お

け
る

遊
戯

等
に

適
し

た
広

さ
の

庭

（
付
近
に
あ
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ

る
こ
と
。
 

(
6
)
・
(7
)
 
［
略
］
 

 
（
職
員
）
 

第
２
３
条
 
［
略
］
 

２
 
家
庭
的
保
育
者
（
法
第
６
条
の
３
第
９
項
第
１
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
市
長
が
行
う
研
修
（
市
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の

他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
又
は
保
育
士
と

同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 

(
1
)
 
保
育
を
行
っ
て
い
る
乳
幼
児
の
保
育
に
専
念
で
き
る
者
 

(
2
)
 
［
略
］
 

３
 

家
庭
的
保
育
者
１
人
が
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る

乳
幼
児
の
数
は
、
３
人
以
下
と
す

る
。
た
だ
し
、
家
庭
的
保
育
者
が
、
家
庭
的
保
育
補
助
者
（
市
長
が
行
う
研
修
を
修
了

し
た
者
で
あ
っ
て
、
家
庭
的
保
育
者
を
補
助
す
る
も
の
を
い
う
。
第
３
４
条
第
２
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
と
も
に
保
育
す
る
場
合
に
は
、
５
人
以
下
と
す
る
。
 

 
（
職
員
）
 

第
２
３
条
 
［
略
］
 

２
 
家
庭
的
保
育
者
（
法
第
６
条
の
３
第
９
項
第
１
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
市
長
が
行
う
研
修
（
市
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の

他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
又
は
保
育
士
と

同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 

(
1
)
 
利
用
乳
幼
児
の
保
育
に
専
念
で
き
る
者
 

(
2
)
 
［
略
］
 

３
 
家
庭
的
保
育
者
１
人
が
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る

利
用
乳
幼
児
の
数
は
、
３
人
以
下

と
す
る
。
た
だ
し
、
家
庭
的
保
育
者
が
、
家
庭
的
保
育
補
助
者
（
市
長
が
行
う
研
修
を

修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
家
庭
的
保
育
者
を
補
助
す
る
も
の
を
い
う
。
第
３
４
条
第
２

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
と
も
に
保
育
す
る
場
合
に
は
、
５
人
以
下
と
す
る
。
 

 
（
保
育
時
間
）
 

第
２
４
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
に
お
け
る
保
育
時
間
は
、
１
日
に
つ
き
８
時
間
を
原
則
と

し
、
乳
幼
児
の

保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
家
庭
的
保

育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
保
育
時
間
）
 

第
２
４
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
に
お
け
る
保
育
時
間
は
、
１
日
に
つ
き
８
時
間
を
原
則
と

し
、
利
用
乳
幼
児
の

保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
家
庭

的
保
育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と

い
う
。
）
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
保
育
の
内
容
）
 

第
２
５
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
昭
和
２
３
年
厚
生
省
令
第
６
３
号
）
第
３
５
条
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め

る
指
針
に
準
じ
、
家
庭
的
保
育
事
業
の
特
性
に
留
意
し
て
、
保
育
す
る
乳
幼
児
の
心
身

の
状
況
等
に
応
じ
た
保
育
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
保
育
の
内
容
）
 

第
２
５
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
昭
和
２
３
年
厚
生
省
令
第
６
３
号
）
第
３
５
条
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め

る
指
針
に
準
じ
、
家

庭
的
保
育
事
業
の
特
性
に
留
意
し
て
、
利
用
乳
幼
児
の
心
身
の
状

況
等
に
応
じ
た
保
育
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
保
護
者
と
の
連
絡
）
 

第
２
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
は
、
常
に
保
育
す
る
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡

を
と
り
、
保
育
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
保
護
者
と
の
連
絡
）
 

第
２
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
は
、
常
に
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
と

り
、
保
育
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
設
備
の
基
準
）
 

第
２
８
条
 
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」

と
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
設
備
の
基
準
）
 

第
２
８
条
 
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」

と
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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(
1
)～

(
6
) 

［
略
］
 

 
(
7
)
 乳

児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。
）

を
２
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
ア
、
イ
及

び
カ
の
要
件
に
、
保
育
室
等
を
３
階
以

上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
ア
～
オ
 
［
略
］
 

カ
 

保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児

が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児
の
転

落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

キ
・
ク
 
［
略
］
 

 
(
1
)～

(
6
) 

［
略
］
 

 
(
7
)
 乳

児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。
）

を
２
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
ア
、
イ
及
び
カ
の
要
件
に
、
保
育
室
等
を
３
階
以

上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
ア
～
オ
 
［
略
］
 

カ
 
保
育
室
等
そ
の
他
利
用
乳
幼
児
が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
利
用
乳

幼
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

キ
・
ク
 
［
略
］
 

 
（
職
員
）
 

第
３
１
条
 
［
略
］
 

２
 
保
育
従
事
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
乳
幼
児
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
数
の
合
計
数
に
１
を
加
え
た
数
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
と

す
る
。
 

 
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

３
 

［
略
］
 

 
（
職
員
）
 

第
３
１
条
 
［
略
］
 

２
 
保
育
従
事
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数

の
合
計
数
に
１
を
加
え
た
数
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
と
す
る
。
 

  
(
1
)～

(
4
) 

［
略
］
 

３
 
［
略
］
 

（
職
員
）
 

第
３
４
条
 
［
略
］
 

２
 

家
庭
的
保
育
者
１
人
が
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る

乳
幼
児
の
数
は
、
３
人
以
下
と
す

る
。
た
だ
し
、
家
庭
的
保
育
者
が
、
家
庭
的
保
育
補
助
者
と
と
も
に
保
育
す
る
場
合
に

は
、
５
人
以
下
と
す
る
。
 

（
職
員
）
 

第
３
４
条
 
［
略
］
 

２
 
家
庭
的
保
育
者
１
人
が
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る

利
用
乳
幼
児
の
数
は
、
３
人
以
下

と
す
る
。
た
だ
し
、
家
庭
的
保
育
者
が
、
家
庭
的
保
育
補
助
者
と
と
も
に
保
育
す
る
場

合
に
は
、
５
人
以
下
と
す
る
。
 

 
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）
 

第
３

７
条

 
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

者
は

、
次

に
掲

げ
る

保
育

を
提

供
す

る
も

の
と

す

る
。
 

(
1
)
 
障
が
い
、
疾
病
等
の
程
度
を
勘
案
し
て
集

団
保
育
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
 

(
2
)
・
(3
)
 
［
略
］
 

(
4
)
 
母
子
家
庭
等
（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
２

９
号
）
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）
の
乳
幼
児
の
保
護
者

が
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
場
合

又
は
保
護
者
の
疾
病
、
疲
労
そ
の
他
の

身
体
上
、
精
神
上
若
し
く
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
乳
幼
児

を
養
育

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
へ
の
対
応
等
、
保

育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
庭
等
の
状
況

を
勘
案
し
、
居
宅
訪
問
型
保
育
を
提
供
す
る
必
要
性
が
高
い
と
市
長
が
認
め
る
乳
幼

児
に
対
す
る
保
育
 

(
5
)
 
［
略
］
 

 
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）

 

第
３

７
条

 
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

者
は

、
次

に
掲

げ
る

保
育

を
提

供
す

る
も

の
と

す

る
。
 

(
1
)
 
障
が
い
、
疾
病
等
の
程
度
を
勘
案
し
て
集
団
保
育
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
保
育
 

(
2
)
・
(3
)
 
［
略
］
 

(
4
)
 
母
子
家
庭
等
（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
２

９
号
）
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）
の
乳
児
又
は
幼
児
の

保
護
者
が
夜
間

及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
場
合
又
は
保
護
者
の
疾
病
、
疲
労
そ

の
他
の
身
体
上
、
精
神
上
若
し
く
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
乳
児
又

は
幼
児
を
養
育

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
へ
の
対
応
等
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び

家
庭
等
の
状
況

を
勘
案
し
、
居
宅
訪
問
型
保
育
を
提
供
す
る
必
要
性
が
高
い
と
市
長

が
認
め
る
乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
保
育
 

(
5
)
 
［
略
］
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（
職
員
）
 

 
（
職
員
）
 

第
３

９
条

 
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

に
お

い
て

家
庭

的
保

育
者

１
人

が
保

育
す

る
こ

と

が
で
き
る
乳
幼
児
の
数
は
１
人
と
す
る
。
 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携
施
設
）
 

第
４
０
条
 
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
第
３
７
条
第
１
号
に
規
定
す
る

乳
幼
児
に
対

す
る
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乳
幼
児
の
障
が
い
、
疾
病
等
の
状
態
に
応

じ
、
適
切
で
専
門
的
な
支
援
そ
の
他
の
便
宜
の
供
与
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ

め
、
連
携
す
る
障
害
児
入
所
施
設
（
法
第
４
２
条
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
を
い

う
。
）
そ
の
他
の
市
の
指
定
す
る
施
設
（
こ
の

条
に
お
い
て
「
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携

施
設
」
と
い
う
。
)
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
利
用
定
員
の
設
定
）
 

第
４
２
条
 
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
利
用
定
員
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
（
法
第
６

条
の
３
第
１
２
項
第
１
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
規

定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
を
い

う
。
）
の
数
を
踏
ま
え
て
市
が
定
め
る
乳
幼
児

の
数
以
上
の
定
員
枠
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

［
略
］
 

（
設
備
の
基
準
）
 

第
４
３
条
 
事
業
所
内
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
、
第
４
５
条
及
び
第
４
６
条
に
お
い
て
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い

う
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の

設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
7
) 

［
略
］
 

 
(
8
)
 保

育
室
等
を
２
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
ア
、
イ
及
び
カ
の
要
件
に
、
保
育
室

等
を
３
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

 
 
ア
～
オ
 
［
略
］
 

カ
 

保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児

が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児
の
転

落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

キ
・
ク
 
［
略
］
 

 
（
電
磁
的
記
録
）
 

第
４
９
条
 
地
域
型
保
育
事
業
者
及
び
そ
の
職
員

は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、

第
３

９
条

 
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

に
お

い
て

家
庭

的
保

育
者

１
人

が
保

育
す

る
こ

と

が
で
き
る
利
用
乳
幼
児
の
数
は
１
人
と
す
る
。
 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携
施
設
）
 

第
４
０
条
 
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
第
３
７
条
第
１
号
に
規
定
す
る

乳
児
又
は
幼

児
に
対
す
る
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乳
児
又
は
幼
児
の
障
が
い
、
疾
病

等
の
状
態
に
応
じ
、
適
切
で
専
門
的
な
支
援
そ
の
他
の
便
宜
の
供
与
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
あ
ら
か
じ
め
、
連
携
す
る
障
害
児
入
所
施
設
（
法
第
４
２
条
に
規
定
す
る
障
害
児

入
所
施
設
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
市
の
指
定
す
る
施
設
（
こ
の
条
に
お
い
て
「
居
宅
訪

問
型
保
育
連
携
施
設
」
と
い
う
。
)を

適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
利
用
定
員
の
設
定
）
 

第
４
２
条
 
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
利
用
定
員
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
（
法
第
６

条
の
３
第
１
２
項
第

１
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
を
い

う
。
）
の
数
を
踏
ま
え
て
市
が
定
め
る
乳
児
又
は
幼
児
の
数
以
上
の
定
員
枠
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

［
略
］
 

（
設
備
の
基
準
）
 

第
４
３
条
 
事
業
所
内
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
、
第
４
５
条
及

び
第
４
６
条
に
お
い
て
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い

う
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の

設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(
1
)～

(
7
) 

［
略
］
 

 
(
8
)
 保

育
室
等
を
２
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
ア
、
イ
及
び
カ
の
要
件
に
、
保
育
室

等
を
３
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

 
 
ア
～
オ
 
［
略
］
 

カ
 
保
育
室
等
そ
の
他
利
用
乳
幼
児
が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
利
用
乳

幼
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

キ
・
ク
 
［
略
］
 

 
（
電
磁
的
記
録
）
 

第
４
９
条
 
地
域
型
保
育
事
業
者
等
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
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抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図

形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ

っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
 

本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
で

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１２号 

 

   三郷市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の 

一部改正について 

 

三郷市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１

号）の改正に伴い、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものであ

る。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
７
年
条
例
第
３
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
の
一
般
的
要
件
）
 

第
９
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性

と
倫
理
観
を
備

え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童

福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
一
般
的
条
件
）
 

第
９
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性

と
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童

福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

所
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
）
 

第
１
０
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
さ
ん
に
励
み
、
法
に
定

め
る
事
業
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向

上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

［
略
］

 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
）
 

第
１
０
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
さ
ん
に
励
み
、
法
に
定

め
る
事
業
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向

上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
［
略
］

 
（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
１
３
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
３
３
条

の
１

０
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

行
為

そ
の

他
当

該
利

用
乳

幼
児

の
心

身
に

有
害

な
影

響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
虐
待
等
の
防
止
）
 

第
１
３
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
３
３
条

の
１

０
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

行
為

そ
の

他
当

該
利

用
乳

幼
児

の
心

身
に

有
害

な
影

響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
内
部
の
規
程
）
 

第
１
６
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営

に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(5
)
 
［
略
］
 

(
6
)
 
利
用
定
員
 

 
(
7
)
 
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

の
利

用
の

開
始

及
び
終

了
に

関
す

る
事

項
そ

の
他

の
利

用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 

(
8
)
～
(1
1)
 
［
略
］
 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
内
部
の
規
程
）
 

第
１
６
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営

に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(5
)
 
［
略
］
 

(
6
)
 
乳
児
、
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
 

 
(
7
)
 乳

児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
、
終
了
に
関
す
る
事
項
及
び
利
用
に
当
た

っ
て
の
留
意
事
項
 

(
8
)
～
(1
1)
 
［
略
］
 

（
秘
密
保
持
等
）
 

第
１
８
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上

知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 

［
略
］
 

（
秘
密
保
持
等
）
 

第
１
８
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上

知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
［
略
］
 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
区
分
）
 

第
２
０
条
 
［
略
］
 

２
 

［
略
］
 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
区
分
）
 

第
２
０
条
 
［
略
］
 

２
 
［
略
］
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３
 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
(
就
学
前
の

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(
平
成
１

８
年
法
律
第
７
７
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
)
第
２
条
第
６
項
に
規

定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
い
、
保
育
所
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)
又
は

家
庭
的
保
育
事
業
等
(居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)を

行
う
事
業
所

に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
事
業
を
利
用
す
る

児
童
の
数
(以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利

用
児
童
数
」
と
い
う
。
)が

そ
の
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利
用
定
員
（
子
ど
も
・
子
育

て
支

援
法

（
平

成
２

４
年

法
律

第
６

５
号

）
第

２
７

条
第

１
項

又
は

第
２
９
条
第

１
項

の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
利
用
定
員
を

い
う

。
）
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該

利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た
数
以
下
の
数
の
乳

幼
児
を
対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。
 

３
 
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
(
就
学
前
の

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(
平
成
１

８
年
法
律
第
７
７
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
)
第
２
条
第
６
項
に
規

定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
い
、
保
育
所
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)
又
は

家
庭
的
保
育
事
業
等
(居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)を

行
う
事
業
所

に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
事
業
を
利
用
す
る
児
童
の
数
(以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利

用
児
童
数
」
と
い
う

。
)
が
そ
の
施
設
又
は
事
業
に
係
る

利
用
定
員
の
総
数
に
満
た
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た
数
以
下

の
数
の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。
 

（
設
備
及
び
職
員
の
基
準
の
特
例
）
 

第
２
２
条
の
２
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
３
０
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
特
例

保
育
を
行
う
事

業
者
が
、
当
該
特
例
保
育
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
一
般
型
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
前
２
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

    
（
準
用
）
 

第
２
６
条
 
第
２
３
条
及
び
第
２
４
条
の
規
定
は

、
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

   

（
準
用
）
 

第
２
６
条
 
第
２
３
条
及
び
第
２
４
条
の
規
定
は
、
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
３
条
中
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
し
、
第
２
４
条
中

「
一
般
型
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
を
行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
を
行
う
者
」
と
す
る
。
 

（
電
磁
的
記
録
）
 

第
２
７
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、

記
録
、
作
成
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書

面
（
書
面
、
書

類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形

等
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
情

報
が

記
載

さ
れ

た
紙

そ
の

他
の

有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
電
磁
的
記
録
）
 

第
２
７
条
 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、

謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る

情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
で
あ
っ
て
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１３号 

 

三郷市下水道条例の一部改正について 

 

三郷市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 災害その他非常の場合における排水設備等の新設等の工事の円滑な実施を

確保したいため、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
下
水
道
条
例
（
昭
和
５
７
年
条
例
第
２
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
排
水
設
備
指
定
下
水
道
工
事
店
の
指
定
）
 

第
９
条
 
［
略
］
 

(
1
)
・
(2
)
 
［
略
］
 

(
3
)
 
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
管

理
者
（
他
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第

２
９
２
号
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
管
理
者
を
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け

た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
当
該
指
定
を
受
け
た
者

が
行
う
工
事
 

２
・
３
 
[略

] 

（
占
用
）
 

第
２
６
条
 
［
略
］
 

２
 
市
は
、
前
項
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
か

ら
占
用
料
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
～
(3
)
 
［
略
］
  

(
4
)
 
地

方
公

共
団

体
の

行
う

事
業

で
地

方
公

営
企

業
法

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る

地
方
公
営
企
業
以
外
の
事
業
に
係
る
占
用
物
件
 

(
5
)
 
［
略
］
 

３
 

［
略
］
 

（
排
水
設
備
指
定
下
水
道
工
事
店
の
指
定
）
 

第
９
条
 
［
略
］
 

(
1
)
・
(2
)
 
［
略
］
 

     ２
・
３
 
[略

] 

（
占
用
）
 

第
２
６
条
 
［
略
］
 

２
 
市
は
、
前
項
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
占
用
料
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
～
(3
)
 
［
略
］
  

(
4
)
 
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
で
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２

号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
公
営
企
業
以
外
の
事
業
に
係
る
占
用
物
件
 

(
5
)
 
［
略
］
 

３
 
［
略
］
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１４号 

 

三郷市公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について 

 

三郷市公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例を別

紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、関係条例の規定の

整理を図りたいので、この案を提出するものである。 

64



（
別
紙
）
 

三
郷
市
公
共
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

 

 
（
三
郷
市
公
共
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
１
条
 
三
郷
市
公
共
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
条
例
第
２
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

 
（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

 
（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

第
５

条
 

法
第

３
４

条
に

お
い

て
準

用
す

る
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７

号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
８
項

の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事

す
る

職
員

の
賠

償
責

任
の

免
除

に
つ

い
て

議
会

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
場

合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
１
０
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

第
５

条
 

法
第

３
４

条
に

お
い

て
準

用
す

る
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７

号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事

す
る

職
員

の
賠

償
責

任
の

免
除

に
つ

い
て

議
会

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
場

合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
１
０
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

 
 

 
（
三
郷
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
２
条
 
三
郷
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
２
年
条
例
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

 
（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

 
（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

第
６

条
 

法
第

３
４

条
に

お
い

て
準

用
す

る
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７

号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
８
項

の
規
定
に
よ
り
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任

の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当

該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
１
０
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

第
６

条
 

法
第

３
４

条
に

お
い

て
準

用
す

る
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７

号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任
の
免

除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当

該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
１
０
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

 
 

 
（
三
郷
市
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
３
条
 
三
郷
市
監
査
委
員
条
例
（
昭
和
３
９
年
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
請
求
又
は
要
求
に
よ
る
監
査

）
 

（
請
求
又
は
要
求
に
よ
る
監
査
）
 

第
４
条
 
法
第
７
５
条
第
１
項
、
法
第
９
８
条
第

２
項
、
法
第
１
９
９
条
第
６
項
及
び
第

７
項
、
法
第
２
３
５
条
の
２
第
２
項
、
法
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
３
項
（
地
方
公
営

企
業
法
第
３
４

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
法
第
２
７
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
又
は
要
求
が
あ
る
と
き
は
、
監
査
委
員
は
、
１
０

日
以

内
に

そ
の

請
求

又
は

要
求

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
監

査
に

着
手

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

第
４
条
 
法
第
７
５
条
第
１
項
、
法
第
９
８
条
第
２
項
、
法
第
１
９
９
条
第
６
項
及
び
第

７
項
、
法
第
２
３
５
条
の
２
第
２
項
、
法
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
３
項
（
地
方
公
営

企
業
法
第
３
４
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
法
第
２
７
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
又
は
要
求
が
あ
る
と
き
は
、
監
査
委
員
は
、
１
０

日
以

内
に

そ
の

請
求

又
は

要
求

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
監

査
に

着
手

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

 
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
９
月
２
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１５号 

 

三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請 

手数料等の徴収に関する条例の一部改正について 

 

三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請手数料等

の徴収に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の改正により、規定の整

理を図りたいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
確
認
申
請
手
数
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
確
認
申
請
手
数
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
２
年
条
例
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
建
築
基
準
法
に
係
る
申
請
手
数
料

 
別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
建
築
基
準
法
に
係
る
申
請
手
数
料
 

事
務
の
種
別
 

手
数
料
の
名
称
 

手
数
料
の
金
額
 

［
略
］
 

２
４

 
建

築
基

準
法

施
行

令
(
昭

和
２

５
年

政

令
第
３
３
８

号
)
第
１
３
７
条
の
１
２
第
１
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

既
存

建
築

物
の

大
規

模

修
繕
等
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
 

［
略
］
 

［
略
］
 

２
５

 
建

築
基

準
法

施
行

令
第

１
３

７
条

の
１

２
第

１
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

既
存

建
築

物

の
大

規
模

修
繕

等
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る

審
査
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

 

事
務
の
種
別
 

手
数
料
の
名
称
 

手
数
料
の
金
額
 

［
略
］
 

２
４

 
建

築
基

準
法

施
行

令
(
昭

和
２

５
年

政

令
第

３
３

８
号

)
第

１
３

７
条

の
１

２
第

６

項
の

規
定

に
基

づ
く

既
存

建
築

物
の

大
規

模

修
繕
等
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
 

［
略
］
 

［
略
］
 

２
５
 

建
築

基
準

法
施

行
令

第
１

３
７
条

の
１

２
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

く
既

存
建

築
物

の

大
規

模
修

繕
等

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審

査
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

 

 
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１６号 

 

三郷市水道事業給水条例の一部改正について 

 

三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 
 
            三郷市長  木 津 雅 晟 
 

提案理由 
災害その他非常の場合における給水装置の新設等の工事の適正な実施を確

保したいため、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

三
郷
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
  
三
郷
市
水
道
事
業
給
水
条
例
（
平
成
９
年
条
例
第
２
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
新
設
等
の
設
計
及
び
工
事
）

 
（
新
設
等
の
設
計
及
び
工
事
）
 

第
７
条
 
給
水
装
置
の
新
設
等
の
設
計
及
び
工
事
は
、
市
長
又
は
市
長
が
法
第
１
６
条
の

２
第
１
項
の
指

定
を
し
た
者
（
以
下
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が

行
う
。
た
だ
し

、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
水
道
事
業
者
（
法

第
３
条
第
５
項

に
規
定
す
る
水
道
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
他
の
水
道
事

業
者

が
法

第
１

６
条

の
２

第
１

項
の

指
定

を
し

た
者

が
給

水
装

置
の

新
設

等
の

設
計

及
び
工
事
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

第
７
条
 
給
水
装
置
の
新
設
等
の
設
計
及
び
工
事
は
、
市
長
又
は
市
長
が
法
第
１
６
条
の

２
第
１
項
の
指
定
を

し
た
者
（
以
下
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が

行
う
。

 

２
～
４
 
［
略
］
 

２
～
４
 
［
略
］
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１７号 

 

三郷市火災予防条例の一部改正について 

 

三郷市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４号）

の改正に伴い、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
３
６
年
条
例
第
１
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備

）
 

 

第
７
条
の

２
 
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
（
屋
外
そ
の
他
の
直
接
外
気
に
接
す
る
場
所
に
設
け

る
テ
ン
ト
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室
の
う
ち
テ
ン
ト
を
活
用
し
た
も
の
を
い
う
。
）

又
は
バ
レ
ル
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室
の
う
ち
円
筒
形
で
あ
り
、
か
つ
、
木
製
の
も

の
を
い
う
。
）
に
設
け
る
放
熱
設
備
で
あ
っ
て
、
定
格
出
力
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
薪
又
は
電
気
を
熱
源
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
位
置
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 
(
1
)
 火

災
予
防
上
安
全
な
距
離
を
保
つ
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
を
除
き
、
建
築
物
等

及
び

可
燃

性
の

物
品

か
ら

火
災

予
防

上
安

全
な

距
離

と
し

て
対

象
火

気
設

備
等

及
び

対
象

火
気

器
具

等
の

離
隔

距
離

に
関

す
る

基
準

に
よ

り
得

ら
れ

る
距

離
以

上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
 

 

 
(
2
)
 
簡

易
サ

ウ
ナ

設
備

の
温

度
が

異
常

に
上

昇
し

た
場

合
に

直
ち

に
そ

の
熱

源
を

遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
薪

を
熱
源
と
す
る
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
周
囲
に
お
い
て
火
災
が
発

生
し
た
際
に
速
や
か
に
使
用
で
き
る
位
置
に
消
火
器
を
設
置
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。
 

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
の

基
準
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
（
第
１
項
第
１
号
、
第
１
０
号
か
ら
第
１
４
号
ま
で
、

第
１
７
号
か
ら
第
１
８
号
の
３
ま
で
、
第
２
項
第
６
号
及
び
第
３
項
並
び
に
第
４
項

を
除
く
。
）
及
び
第
５
条
第
１
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

 

 
（
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
）
 

 
（
サ
ウ
ナ
設
備
）
 

第
７
条
の
３
 
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
以
外
の
サ
ウ
ナ
設
備
（
サ
ウ
ナ

室
に
設
け
る
放
熱
設
備
を
い
う
。
)を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置
及
び
構
造
は
、

次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
の
２
 
サ
ウ
ナ
室
に
設
け
る
放
熱
設
備
(
以
下
「
サ
ウ
ナ
設
備
」
と
い
う
。
)
の
位
置

及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
1
) 

［
略
］
 

 
(
1
) 

［
略
］
 

 
(
2
)
 
一

般
サ

ウ
ナ

設
備

の
温

度
が

異
常

に
上

昇
し

た
場

合
に

直
ち

に
そ

の
熱

源
を

遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
 

 
(
2)
 
サ
ウ
ナ
設
備

の
温

度
が

異
常

に
上

昇
し

た
場

合
に

直
ち

に
そ

の
熱

源
を

遮
断

す
る

こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
 

２
 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
の

２
 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
サ
ウ
ナ
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
の
基
準
に
つ
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基
準
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
（
第
１
項
第
１
号

及
び
第
１
０
号
か
ら
第
１
２
号
ま
で

を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

い
て
は
、
第
３
条
（
第
１
項
第
１
号
及
び
第
１
０
号
か
ら
第
１
２
号
ま
で
を
除
く
。
）
の

規
定
を
準
用
す
る
。
 

 
（
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
の
推
進
）
 

 
（
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
の
推
進
）
 

第
２
９
条
の
７
 
市
は
、
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
を
推
進
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
施
策
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
２
９
条
の
７
 
市
は
、
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
を
推
進
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施

策
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 住

宅
に
お
け
る
出
火
防
止
、
火
災
の
早
期
発
見
、
初
期
消
火
、
延
焼
防
止
、
通

報
、
避
難
等
に
資
す
る
住
宅
用
防
災
機
器
、
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
そ
の
他
の
物
品
、

機
械
器
具
及
び
設
備
の
普
及
の
促
進
 

 
(
1
)
 住

宅
に
お
け
る
出
火
防
止
、
火
災
の
早
期
発
見
、
初
期
消
火
、
延
焼
防
止
、
通
報
、

避
難
等
に
資
す
る
住
宅
用
防
災
機
器
そ
の
他
の
物
品
、
機
械
器
具
及
び
設
備
の
普
及
の

促
進
 

 
(
2
) 

［
略
］
 

 
(
2
) 

［
略
］
 

２
 
[略

] 
２
 
[略

] 

 
（
火
を
使
用
す
る
設
備
等
の
設
置
の
届
出
）
 

 
（
火
を
使
用
す
る
設
備
等
の
設
置
の
届
出
）
 

第
４
４
条
 
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
そ
の
使
用

に
際
し
、
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の

あ
る
設
備
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
設
置

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
旨
を
消
防
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
４
条
 
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
そ
の
使
用
に
際
し
、
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る

設
備
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨

を
消
防
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
1
)～

(
6
) 

［
略
］
 

 
(
1
)～

(
6
) 

［
略
］
 

 
(
6
)の

2
 簡

易
サ
ウ
ナ
設
備
（
個
人
が
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
 

 

 
(
7
)
 一

般
サ
ウ
ナ
設
備
（
個
人
の
住
居
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
 

 
(
7
)
 サ

ウ
ナ
設
備
（
個
人
の
住
居
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
 

 
(
7
)の

2～
(1
5)
 
［
略
］
 

 
(
7
)の

2～
(1
5)
 
［
略
］
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８

年
３
月
３
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１８号 

 

三郷市児童クラブ設置及び管理条例の一部改正について 

 

三郷市児童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 幸房小学校第２児童クラブの増築に伴い、条例の整備を図りたいので、こ

の案を提出するものである。 
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（
別
紙
）
 

 
 
 
三
郷
市
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

  
三
郷
市
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
８
年
条
例
第
１
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
又
は
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

（
名
称
及
び
位
置
）

 
第
２
条
 
児
童
ク
ラ
ブ
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
名
称

 
位
置

 
［
略
］

 
三
郷
市
立
幸
房
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ

 
三
郷
市
中
央
五
丁
目
１
５
番
地
１
９

 
 

 
［
略
］

 
 

（
名
称
及
び
位
置
）

 
第
２
条
 
児
童
ク
ラ
ブ
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
名
称

 
位
置

 
 ［

略
］

 
三
郷
市
立
幸
房
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ

 
三
郷
市
茂
田
井
８
８
番
地

 
三
郷
市
立
幸
房
小
学
校
第
２
児
童
ク
ラ
ブ

 
三
郷
市
中
央
五
丁
目
１
５
番
地
１
９

 
 ［

略
］

 
 

 
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１９号 

 

   令和７年度三郷市一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和７年度三郷市一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり定めるもの

とする。 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 
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議案第２０号 

 

   令和７年度三郷市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和７年度三郷市介護保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定

めるものとする。 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 
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議案第２１号 
 
   令和８年度三郷市一般会計予算 
 
 令和８年度三郷市一般会計予算を別冊のとおり定めるものとする。 
 
  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 
 
             三郷市長  木 津 雅 晟 
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議案第２２号 
 
   令和８年度三郷市国民健康保険特別会計予算 
 
 令和８年度三郷市国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり定めるものと

する。 
 
  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 
 
             三郷市長  木 津 雅 晟 
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議案第２３号 
 
   令和８年度三郷市介護保険特別会計予算 
 
 令和８年度三郷市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定めるものとする。 
 
  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 
 
             三郷市長  木 津 雅 晟 
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議案第２４号 
 
   令和８年度三郷市後期高齢者医療特別会計予算 
 
 令和８年度三郷市後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり定めるもの

とする。 
 
  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 
 
             三郷市長  木 津 雅 晟 
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議案第２５号 
 
   令和８年度三郷市上水道事業特別会計予算 
 
 令和８年度三郷市上水道事業特別会計予算を別冊のとおり定めるものとす

る。 
 
  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 
 
             三郷市長  木 津 雅 晟
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議案第２６号 
 
   令和８年度三郷市公共下水道事業特別会計予算 
 
 令和８年度三郷市公共下水道事業特別会計予算を別冊のとおり定めるもの

とする。 
 
  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 
 
             三郷市長  木 津 雅 晟 
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諮問第 １ 号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦することについて意見を求める。 

 

住  所  三郷市戸ヶ崎三丁目１７２番地８ 

氏  名  白 石 匡 子 

生年月日  昭和３０年９月２８日 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２４日提出 

 

             三郷市長  木 津 雅 晟 

 

提案理由 

 人権擁護委員白石匡子氏の任期は、令和８年６月３０日で満了となるため、

同人を推薦することについて意見を求めたいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、この案を提出するもので

ある。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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